
 

【表紙】  
【発行登録追補書類番号】 １－ 関東１－ ６

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年９月11日

【会社名】 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

【英訳名】 Mi t subi shi UFJ Fi nanci al Group, I nc.

【代表者の役職氏名】 代表執行役社長　　亀　澤　宏　規

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号

【電話番号】 ( 03) 3240－ 8111( 代表)

【事務連絡者氏名】 財務企画部次長　原　　隆　行

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号

【電話番号】 ( 03) 3240－ 8111( 代表)

【事務連絡者氏名】 財務企画部次長　原　　隆　行

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【今回の募集金額】 第26回無担保社債( 実質破綻時
免除特約および劣後特約付) ( 10
年債)

54, 000百万円

第27回期限前償還条項付無担保
社債( 実質破綻時免除特約およ
び劣後特約付) ( 10年債)

96, 000百万円

計 150, 000百万円
 

 

【発行登録書の内容】

提出日 2019年６月27日

効力発生日 2019年７月５日

有効期限 2021年７月４日

発行登録番号 １－ 関東１

発行予定額又は発行残高の上限( 円) 発行予定額　50, 000億円
 

 
【これまでの募集実績】

( 発行予定額を記載した場合)

番号 提出年月日 募集金額( 円) 減額による訂正年月日 減額金額( 円)

１－ 関東１－ １ 2019年９月６日 200, 000百万円 － －

１－ 関東１－ ２ 2019年10月９日 273, 000百万円 － －

１－ 関東１－ ３ 2019年12月６日 50, 000百万円 － －

１－ 関東１－ ４ 2019年12月６日 9, 801百万円 － －

１－ 関東１－ ５ 2020年５月22日 62, 000百万円 － －

実績合計額( 円) 594, 801百万円
( 594, 801百万円) 減額総額( 円) なし

 

( 注) 　実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額( 下段( 　) 書きは、発行価額の総額の合計額) にもとづき
算出した。

【残額】 ( 発行予定額－ 実績合計額－ 減額総額) 44, 052億円  

  ( 44, 052億円)  

  
( 注) 　残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額( 下

段( 　) 書きは、発行価額の総額の合計額) にもとづ
き算出した。
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( 発行残高の上限を記載した場合)

該当事項はありません。
 

【残高】 ( 発行残高の上限－ 実績合計額＋償還総額－ 減額総額) － 円
 

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

　( 東京都中央区日本橋兜町２番１号)

株式会社名古屋証券取引所

　( 名古屋市中区栄三丁目８番20号)
 

EDINET提出書類
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ(E03606)

発行登録追補書類（株券､社債券等）

 2/39

http://www.oblible.com

http://www.oblible.com


第一部 【証券情報】
 

第１ 【募集要項】
 

１ 【新規発行社債( 短期社債を除く。) ( 第26回無担保社債( 実質破綻時免除特約および劣後特約付) ( サ
ステナビリティボンド) ( 10年債) ) 】

銘柄
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ第26回無担保社債
( 実質破綻時免除特約および劣後特約付) ( サステナビリティボン
ド)

記名・無記名の別 －

券面総額又は振替社債の総額( 円) 54, 000百万円

各社債の金額( 円) 100万円

発行価額の総額( 円) 54, 000百万円

発行価格( 円) 額面100円につき金100円

利率( ％) 年0. 894％

利払日 毎年１月31日および７月31日

利息支払の方法

１　利息支払の方法および期限
( 1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを

つけ、2021年１月31日を第１回の支払期日としてその日ま
での分を支払い、その後毎年１月31日および７月31日の２
回に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年
に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割で
これを計算する。

( 2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支
払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

( 3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。
( 4) 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記「( 注)

４　実質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約お
よび別記「( 注) ５　劣後特約」に定める劣後特約に従う。

２　利息の支払場所
別記「( 注) 14　元利金の支払」記載のとおり。

償還期限 2031年１月31日

償還の方法

１　償還金額
額面100円につき金100円

２　償還の方法および期限
( 1) 本社債の元金は、本項第( 2) 号にもとづき期限前償還される

場合を除き、2031年１月31日にその総額を償還する。
( 2) 当社は、払込期日以降、税務事由( 下記に定義する。) また

は資本事由( 下記に定義する。) ( 以下「特別事由」と総称す
る。) が発生し、かつ当該特別事由が継続している場合、あ
らかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社
債の全部( 一部は不可) を、期限前償還がなされる日( 以下
「期限前償還期日」という。) までの経過利息を付して、額
面100円につき金100円の割合で、期限前償還することがで
きる。
「税務事由」とは、日本の税制またはその解釈の変更等に
より、本社債の利息の損金算入が認められないこととな
り、当社が合理的な措置を講じてもかかる損金不算入を回
避することができない旨の意見書を、当社が、日本におい
て全国的に認知されており、かつ当該事由に関して経験を
有する法律事務所または税務の専門家から受領した場合を
いう。この場合、当社は、当該意見書を社債管理者に交付
する。
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「資本事由」とは、当社が、金融庁その他の監督当局と協
議の結果、本社債が、日本の銀行監督規則に定める自己資
本比率規制上の自己資本算入基準にもとづき当社のTi er２
資本に係る基礎項目として扱われないおそれがあると判断
した場合( 本社債の金額がTi er２資本に係る基礎項目として
認識される金額に関する制限の超過を理由とする場合を除
く。) をいう。この場合、当社は、資本事由に該当する旨お
よびその旨を示す具体的事実( 金融庁その他の監督当局との
協議の結果を含む。) を記載した当社の取締役により署名ま
たは記名押印された証明書を社債管理者に交付する。

( 3) 当社は、本項第( 2) 号にもとづき本社債を期限前償還しよう
とする場合、その旨および期限前償還期日その他必要事項
を、当該期限前償還期日に先立つ45日以上60日以下の期間
内に同号にもとづく証明書および意見書( 必要な場合に限
る。) を添えて社債管理者に通知し、また、当該期限前償還
期日に先立つ30日以上45日以下の期間内に別記「( 注) 11 公
告の方法」に定める公告またはその他の方法により社債権
者に通知する。かかる社債管理者に対する通知および社債
権者に対する公告またはその他の方法による通知は取り消
すことができない。また、本項第( 2) 号に定める証明書およ
び意見書は、当社の本店に備えられ、その営業時間中に社
債権者の閲覧に供され、社債権者はこれを謄写することが
できる。かかる謄写に要する一切の費用はその申込人の負
担とする。

( 4) 本項第( 3) 号に別段の定めがある場合を除き、同号の手続に
要する一切の費用はこれを当社の負担とする。

( 5) 本社債を償還すべき日( 期限前償還期日を含み、以下「償還
期日」という。) が銀行休業日にあたるときは、その支払は
前銀行営業日にこれを繰り上げる。

( 6) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもあらか
じめ金融庁長官の確認を受けたうえでこれを行うことがで
きる。

( 7) 本社債の償還については、本項のほか、別記「( 注) ４　実
質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約および別
記「( 注) ５　劣後特約」に定める劣後特約に従う。

３　償還元金の支払場所
別記「( 注) 14　元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法 国内における一般募集

申込証拠金( 円) 額面100円につき金100円とし、払込期日に社債の払込金に振替充
当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間 2020年９月14日～2020年９月29日

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

払込期日 2020年９月30日

振替機関 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

担保の種類 本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保され
ている資産はない。

財務上の特約( 担保提供制限) 該当事項はありません。

財務上の特約( その他の条項) 該当事項はありません。
 

( 注) １　信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する
情報の入手方法は以下のとおり。( 電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付
業者の連絡先)

( 1) 株式会社格付投資情報センター( 以下「Ｒ＆Ｉ」という。)
信用格付：Ａ＋( シングルＡプラス) ( 取得日　2020年９月11日)
入手方法：Ｒ＆Ｉのホームページ( ht t ps: / /www. r- i . co. j p/ rat i ng/ i ndex. ht ml ) の「格付アクション・コ
メント」および同ページ右下の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号：03- 6273- 7471

( 2) 株式会社日本格付研究所( 以下「ＪＣＲ」という。)
信用格付：Ａ＋( シングルＡプラス) ( 取得日　2020年９月11日)
入手方法：ＪＣＲのホームページ( ht t ps: / /www. j cr . co. j p/ ) の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」
をクリックして表示される「ニュースリリース」( ht t ps: / /www. j cr . co. j p/ rel ease/ ) に掲載されている。
問合せ電話番号：03- 3544- 7013
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信用格付は債務履行の確実性( 信用リスク) についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表
明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信
用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、
信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価に
おいて各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることが
ある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報( 発行体から提供された情報を含む。) を
利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。

２　社債等振替法の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律( 平成13年法律第75号) ( 以下「社債等振替法」という。) の規定の
適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第１項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第２項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求
できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無
記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その
分割または併合は行わない。

３　期限の利益喪失に関する特約
( 1) 本社債の社債権者は、本社債の元利金の支払につき、期限の利益を喪失させることはできない。
( 2) 本社債の社債権者集会では、会社法( 平成17年法律第86号) ( 以下「会社法」という。) 第739条に定める決

議を行うことができない。
４　実質破綻時免除特約

( 1) 当社について実質破綻事由( 下記に定義する。) が生じた場合、別記「償還の方法」欄第２項および別記
「利息支払の方法」欄第１項の規定にかかわらず、実質破綻事由が発生した時点から債務免除日( 下記に
定義する。) までの期間中、本社債にもとづく元利金( ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が
到来したものを除く。以下本項において同じ。) の支払請求権の効力は停止し、本社債にもとづく元利金
の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は本社債にもとづく元利金の支払義務を免
除されるものとする。
「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当社について、特定第二号措置( 預金保険法( 昭和46年法律第34
号) ( 以下「預金保険法」という。) において定義される意味を有するものとする。) を講ずる必要がある旨
の特定認定( 預金保険法において定義される意味を有するものとする。) を行った場合をいう。
「債務免除日」とは、実質破綻事由が発生した日後10銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の
監督当局と協議の上決定する日をいう。

( 2) 実質破綻事由が生じた場合、当社はその旨、債務免除日および当社が本項に従い本社債にもとづく元利金
の支払義務を免除されることを、当該債務免除日の８銀行営業日前までに社債管理者に通知し、また、当
該債務免除日の前日までに本( 注) 第11項に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。た
だし、社債権者に債務免除日の前日までに当該通知を行うことができないときは、債務免除日以降すみや
かにこれを行う。

( 3) 本社債の社債要項に反する支払
実質破綻事由が生じた後、本社債にもとづく元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合
には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとす
る。

( 4) 相殺禁止
実質破綻事由が生じた場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。

５　劣後特約
( 1) 本社債の償還および利息の支払は、当社につき破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始

の決定があり、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる
手続が外国において行われる場合には、以下の規定に従って行われる。

① 破産の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の決定がな
され、かつ破産手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件
が成就したときに発生するものとする。
( 停止条件)
その破産手続の最後の配当のための配当表( 更正された場合は、更正後のもの。) に記載された配当に加
うべき債権のうち、本社債にもとづく債権および本号①ないし④( 本号なお書きの内容を含む。以下同
じ。) と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権( ただし、本号③を除き本項と同
一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。) を除くすべ
ての債権が、各中間配当、最後の配当および追加配当によって、その債権額につき全額の満足( 配当、供
託を含む。) を受けたこと。

② 会社更生の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について会社更生手続開始の決定
がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以
下の条件が成就したときに発生するものとする。
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( 停止条件)
当社について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本社債に
もとづく債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権( た
だし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付され
た債権とみなす。) を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。

③ 民事再生の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について民事再生手続開始の決定
がなされ、かつ民事再生手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以
下の条件が成就したときに発生するものとする。ただし、簡易再生および同意再生の場合は除く。
( 停止条件)
当社について民事再生計画認可の決定が確定したときにおける民事再生計画に記載された債権のうち、
本社債にもとづく債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付され
た債権( ただし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件
を付された債権とみなす。) を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこ
と。

④ 日本法以外による倒産手続の場合
当社について日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれに準ずる手続が外国
において本号①ないし③に準じて行われる場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、その
手続において本号①ないし③に記載の条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものと
する。ただし、その手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、本社債にもとづく元利
金の支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生するものとする。

なお、当社について破産手続が開始された場合、当該破産手続における本社債にもとづく元本および利息の
支払請求権の配当の順位は、破産法( 平成16年法律第75号) に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。

( 2) 上位債権者に対する不利益変更の制限
本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更し
てはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じな
い。

( 3) 上位債権者
本項において上位債権者とは、当社に対し、本社債および本項第( 1) 号①ないし④と実質的に同じ条件も
しくはこれに劣後する条件を付された債権( ただし、本項第( 1) 号③を除き本項と同一の条件を付された債
権は、本項第( 1) 号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。) を除く債権を有するすべて
の者をいう。

( 4) 本社債の社債要項に反する支払
本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第( 1) 号①ないし④に従って発生していないにもか
かわらず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、
社債権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとする。

( 5) 相殺禁止
本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第( 1) 号①ないし④に従ってそれぞれ定められた条
件が成就したときに発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、本社債にもとづく元利
金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。

６　社債管理者に対する定期報告
( 1) 当社は、平常社債管理者にその事業の概況を報告し、毎事業年度の決算および剰余金の処分( 会社法第454

条第５項に定める中間配当を含む。) については、社債管理者にこれを通知するものとする。当社が、会
社法第441条第１項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合もまた同様とする。

( 2) 当社は、金融商品取引法( 昭和23年法律第25号) にもとづき、有価証券報告書、半期報告書もしくは四半期
報告書、臨時報告書ならびに訂正報告書およびそれらの添付書類を関東財務局長に提出した場合には、社
債管理者に遅滞なくその旨を通知する。ただし、社債管理者がそれらの写の提出を要求した場合には、当
社は社債管理者にそれらの写を提出する。

７　社債管理者に対する通知
( 1) 当社は、次の各場合にはあらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。

① 当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡し、または貸与しようとするとき。
② 事業の全部または重要な部分を変更し、休止もしくは廃止しようとするとき。
③ 資本金または資本準備金もしくは利益準備金の額を減少しようとするとき。
④ 合併( 簡易合併による場合を除く。) または会社分割( 簡易分割による場合を除く。) をしようとすると

き。
( 2) 本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときおよび変更が生じたときは、当社は遅滞なく社債

原簿にその旨を記載し、代表者の記名捺印した書面をもって社債管理者に通知しなければならない。
８　債権者の異議手続における社債管理者の権限

社債管理者は、会社法第740条第２項本文の規定にかかわらず、同条第１項に定める異議の申立てに関し、
社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。
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９　社債管理者の辞任
社債管理者は、社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合( 利益が相反するおそれがある場合を含
む。) 、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。

10　社債管理者の請求による調査権限
( 1) 社債管理者は、本社債の管理委託契約の定めるところに従い、社債管理者の権限を行使し、または義務を

履行するために必要であると認めたときは、当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の事
業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。

( 2) 前号の場合で、社債管理者が当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の調査を行うときは、
当社は、これに協力するものとする。

11　公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の
方法によりこれを行う。ただし、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、定款所定の方法に
加えて、東京都および大阪市で発行される各１種以上の新聞紙にもこれを掲載する。ただし、重複するもの
があるときは、これを省略することができる。

12　社債権者集会
( 1) 本社債の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間

前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
( 2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
( 3) 本社債の総額( 償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。) の10分の１

以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面( 本( 注) 第２
項ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券) を社債管理者に提示したうえ、社
債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して社債権
者集会の招集を請求することができる。

( 4) 本社債および本社債と同一の種類( 会社法第681条第１号に定める種類をいう。) の社債の社債権者集会
は、一つの集会として開催される。前３号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。

13　発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人
業務は、株式会社りそな銀行がこれを取り扱う。

14　元利金の支払
本社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則
に従って支払われる。

15　社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
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２ 【社債の引受け及び社債管理の委託( 第26回無担保社債( 実質破綻時免除特約および劣後特約付) ( サ
ステナビリティボンド) ( 10年債) ) 】

( 1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受金額
( 百万円) 引受けの条件

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証
券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 44, 000

１ 引受人は本社債の
全額につき共同し
て 買 取 引 受 を 行
う。

２ 本社債の引受手数
料は額面100円に
つ き 金 50銭 と す
る。

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 6, 000

東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番
１号 2, 000

岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 1, 000

丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目３番６号 1, 000

計 ― 54, 000 ―
 

( 注) １　本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令( 以下「金商業等府令」という。) 第153条第１項第４号ハに掲
げる社債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第３号に規定する本社債の主幹事会社である三菱ＵＦＪ
モルガン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当します。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会
社は当社の連結子会社です。当社は本社債の発行価格及び利率( 以下「発行価格等」という。) の決定を公正
かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規
則」第25条の２に規定されるプレ・マーケティングの手続きに従い決定しました。

２　引受人のうち三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、以下の金融商品仲介業務を行う登録金融機
関に、本社債の募集の取扱いを一部委託します。

金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称：株式会社三菱ＵＦＪ銀行
住所：東京都千代田区丸の内二丁目７番１号
金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
住所：東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

金融商品仲介業務を行う登録金融機関は、当該引受人の委託を受け、本社債の募集の取扱いを行いますが、
店舗によっては、募集の取扱いが行われない場合があります。

 

( 2) 【社債管理の委託】

社債管理者の名称 住所 委託の条件

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目２番１号

１ 社債管理者は、本社債の管理を受
託する。

２ 本社債の管理手数料については、
社債管理者に、期中において年間
額面100円につき金１銭を支払う
こととしている。
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３ 【新規発行社債( 短期社債を除く。) ( 第27回期限前償還条項付無担保社債( 実質破綻時免除特約およ
び劣後特約付) ( サステナビリティボンド) ( 10年債) ) 】

銘柄
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ第27回期限前償還
条項付無担保社債( 実質破綻時免除特約および劣後特約付) ( サステ
ナビリティボンド)

記名・無記名の別 －

券面総額又は振替社債の総額( 円) 96, 000百万円

各社債の金額( 円) 100万円

発行価額の総額( 円) 96, 000百万円

発行価格( 円) 額面100円につき金100円

利率( ％)

１　2020年９月30日の翌日から2026年１月31日まで
年0. 58％

２　2026年１月31日の翌日以降
別記「利息支払の方法」欄第２項の規定にもとづき定められ
る５年国債金利に0. 67％を加算し、小数点以下第３位を切り
上げたもの( ただし、かかる利率が０％を下回る場合は、
０％) とする。

利払日 毎年１月31日および７月31日

利息支払の方法

１　利息支払の方法および期限
( 1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを

つけ、2021年１月31日を第１回の支払期日としてその日ま
での分を支払い、その後毎年１月31日および７月31日の２
回に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年
に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割で
これを計算する。

( 2) 利息を支払うべき日が銀行休業日( 東京における銀行休業日
をいう。以下同じ。) にあたるときは、その支払は前銀行営
業日( 東京における銀行営業日をいう。以下同じ。) にこれ
を繰り上げる。

( 3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。
( 4) 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記「( 注)

４　実質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約お
よび別記「( 注) ５　劣後特約」に定める劣後特約に従う。

２　適用利率の決定
( 1) 別記「利率」欄第２項の規定にもとづき決定される本社債

の利率は、2026年１月31日の２銀行営業日前( 以下「利率決
定日」という。) の午前10時に国債金利情報ページ( 財務省
ウ ェ ブ サ イ ト 内 「 国 債 金 利 情 報 」 の ペ ー ジ
( ht t ps: / /www. mof . go. j p/ j gbs/ ref erence/ i nt erest _ rat e/
i ndex. ht m) もしくはその承継ページまたは当該ページから
リンクされる日本国債の金利情報を記載したページもしく
は当該ページからダウンロードできるファイルをいう。本
項において以下同じ。) において公表される、利率決定日の
前銀行営業日( 以下「利率基準日」という。) 現在の流通市
場における実勢価格に基づいて算出された期間５年の固定
利付日本国債の半年複利金利( 半年複利ベースの最終利回り
をいう。以下同じ。) として表示される利率( 以下「５年国
債金利」という。) に0. 67％を加算し、小数点以下第３位を
切り上げたもの( ただし、かかる利率が０％を下回る場合
は、０％) とする。

( 2) 利率決定日の午前10時に、国債金利情報ページに５年国債
金利が表示されていない場合または国債金利情報ページが
利用不能となった場合には、利率決定日に当社は本項第( 5)
号に定める参照国債ディーラーに対し、利率基準日の午後
３時現在提示可能であった本項第( 6) 号に定める参照５年国
債の半年複利金利のオファー・レートおよびビッド・レー
ト( 以下「提示レート」という。) の提示を求めるものと
し、提示レートの算術平均値を本項第( 1) 号に定める５年国
債金利とする。
提示レートが４つ以上の参照国債ディーラーから提示され
た場合には、その最も高い値と低い値をそれぞれ１つずつ
除き、残りの提示レートの算術平均値を本項第( 1) 号に定め
る５年国債金利とする。
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( 3) 本項第( 2) 号の場合で、提示レートが２つまたは３つの参照
国債ディーラーから提示された場合には、それらの算術平
均値を本項第( 1) 号に定める５年国債金利とする。

( 4) 本項第( 2) 号の場合で、提示レートが２つに満たなかった場
合には、当該利率決定日より前の銀行営業日の午前10時現
在の国債金利情報ページにおいて、その前銀行営業日現在
の流通市場における実勢価格に基づいて算出された期間５
年の固定利付日本国債の半年複利金利として表示されてい
た利率のうち、当該利率決定日に最も近接する銀行営業日
の午前10時現在の国債金利情報ページにおいて表示されて
いた利率を本項第( 1) 号に定める５年国債金利とする。

( 5) 参照国債ディーラーとは、社債管理者と協議のうえで国債
市場特別参加者( 国債の発行等に関する省令第５条第２項に
基づき財務省が指定する国債市場特別参加者をいう。) から
最大５社選定する金融機関とする。

( 6) 参照５年国債とは、参照国債ディーラーから当社が選定す
る金融機関が選定する固定利付国債で、償還期日またはそ
の前後に満期が到来し、選定時において市場の慣行として
５年満期の新発円建て社債の条件決定において参照される
ことが合理的に想定されるものをいう。

( 7) 当社は、社債管理者に本項第( 1) 号ないし第( 4) 号に定める
利率確認事務を委託し、社債管理者は利率決定日に当該利
率を確認する。

( 8) 当社および社債管理者はその本店において、2026年１月31
日の翌日から５銀行営業日以内に、上記により決定された
本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
ただし、当社については、当該利率を自らのホームページ
上に掲載することをもって、これに代えることができるも
のとする。

３　利息の支払場所
別記「( 注) 14　元利金の支払」記載のとおり。

償還期限 2031年１月31日

償還の方法

１　償還金額
額面100円につき金100円

２　償還の方法および期限
( 1) 本社債の元金は、本項第( 2) 号または第( 4) 号にもとづき期

限前償還される場合を除き、2031年１月31日にその総額を
償還する。

( 2) 当社は、2026年１月31日に、あらかじめ金融庁長官の確認
を受けたうえで、残存する本社債の全部( 一部は不可) を、
期限前償還がなされる日( 以下「期限前償還期日」とい
う。) までの経過利息を付して、額面100円につき金100円の
割合で、期限前償還することができる。

( 3) 当社は、本項第( 2) 号にもとづき本社債を期限前償還しよう
とする場合、その旨および期限前償還期日その他必要事項
を、期限前償還期日に先立つ25日以上60日以下の期間内に
別記「( 注) 11　公告の方法」に定める公告またはその他の
方法により社債権者に通知する。

( 4) 当社は、払込期日以降、税務事由( 下記に定義する。) また
は資本事由( 下記に定義する。) ( 以下「特別事由」と総称す
る。) が発生し、かつ当該特別事由が継続している場合、あ
らかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社
債の全部( 一部は不可) を、期限前償還期日までの経過利息
を付して、額面100円につき金100円の割合で、期限前償還
することができる。
「税務事由」とは、日本の税制またはその解釈の変更等に
より、本社債の利息の損金算入が認められないこととな
り、当社が合理的な措置を講じてもかかる損金不算入を回
避することができない旨の意見書を、当社が、日本におい
て全国的に認知されており、かつ当該事由に関して経験を
有する法律事務所または税務の専門家から受領した場合を
いう。この場合、当社は、当該意見書を社債管理者に交付
する。
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「資本事由」とは、当社が、金融庁その他の監督当局と協
議の結果、本社債が、日本の銀行監督規則に定める自己資
本比率規制上の自己資本算入基準にもとづき当社のTi er２
資本に係る基礎項目として扱われないおそれがあると判断
した場合( 本社債の金額がTi er２資本に係る基礎項目として
認識される金額に関する制限の超過を理由とする場合を除
く。) をいう。この場合、当社は、資本事由に該当する旨お
よびその旨を示す具体的事実( 金融庁その他の監督当局との
協議の結果を含む。) を記載した当社の取締役により署名ま
たは記名押印された証明書を社債管理者に交付する。

( 5) 当社は、本項第( 4) 号にもとづき本社債を期限前償還しよう
とする場合、その旨および期限前償還期日その他必要事項
を、当該期限前償還期日に先立つ45日以上60日以下の期間
内に同号にもとづく証明書および意見書( 必要な場合に限
る。) を添えて社債管理者に通知し、また、当該期限前償還
期日に先立つ30日以上45日以下の期間内に別記「( 注) 11　
公告の方法」に定める公告またはその他の方法により社債
権者に通知する。かかる社債管理者に対する通知および社
債権者に対する公告またはその他の方法による通知は取り
消すことができない。また、本項第( 4) 号に定める証明書お
よび意見書は、当社の本店に備えられ、その営業時間中に
社債権者の閲覧に供され、社債権者はこれを謄写すること
ができる。かかる謄写に要する一切の費用はその申込人の
負担とする。

( 6) 本項第( 5) 号に別段の定めがある場合を除き、同号の手続に
要する一切の費用はこれを当社の負担とする。

( 7) 本社債を償還すべき日( 期限前償還期日を含み、以下「償還
期日」という。) が銀行休業日にあたるときは、その支払は
前銀行営業日にこれを繰り上げる。

( 8) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもあらか
じめ金融庁長官の確認を受けたうえでこれを行うことがで
きる。

( 9) 本社債の償還については、本項のほか、別記「( 注) ４　実
質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約および別
記「( 注) ５　劣後特約」に定める劣後特約に従う。

３　償還元金の支払場所
別記「( 注) 14　元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法 国内における一般募集

申込証拠金( 円) 額面100円につき金100円とし、払込期日に社債の払込金に振替充
当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間 2020年９月14日～2020年９月29日

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

払込期日 2020年９月30日

振替機関 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

担保の種類 本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保され
ている資産はない。

財務上の特約( 担保提供制限) 該当事項はありません。

財務上の特約( その他の条項) 該当事項はありません。
 

( 注) １　信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する
情報の入手方法は以下のとおり。( 電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付
業者の連絡先)

( 1) 株式会社格付投資情報センター( 以下「Ｒ＆Ｉ」という。)
信用格付：Ａ＋( シングルＡプラス) ( 取得日　2020年９月11日)
入手方法：Ｒ＆Ｉのホームページ( ht t ps: / /www. r- i . co. j p/ rat i ng/ i ndex. ht ml ) の「格付アクション・コ
メント」および同ページ右下の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号：03- 6273- 7471

( 2) 株式会社日本格付研究所( 以下「ＪＣＲ」という。)
信用格付：Ａ＋( シングルＡプラス) ( 取得日　2020年９月11日)
入手方法：ＪＣＲのホームページ( ht t ps: / /www. j cr . co. j p/ ) の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」
をクリックして表示される「ニュースリリース」( ht t ps: / /www. j cr . co. j p/ rel ease/ ) に掲載されている。
問合せ電話番号：03- 3544- 7013
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信用格付は債務履行の確実性( 信用リスク) についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表
明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信
用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、
信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価に
おいて各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることが
ある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報( 発行体から提供された情報を含む。) を
利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。

２　社債等振替法の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律( 平成13年法律第75号) ( 以下「社債等振替法」という。) の規定の
適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第１項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第２項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求
できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無
記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その
分割または併合は行わない。

３　期限の利益喪失に関する特約
( 1) 本社債の社債権者は、本社債の元利金の支払につき、期限の利益を喪失させることはできない。
( 2) 本社債の社債権者集会では、会社法( 平成17年法律第86号) ( 以下「会社法」という。) 第739条に定める決

議を行うことができない。
４　実質破綻時免除特約

( 1) 当社について実質破綻事由( 下記に定義する。) が生じた場合、別記「償還の方法」欄第２項および別記
「利息支払の方法」欄第１項の規定にかかわらず、実質破綻事由が発生した時点から債務免除日( 下記に
定義する。) までの期間中、本社債にもとづく元利金( ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が
到来したものを除く。以下本項において同じ。) の支払請求権の効力は停止し、本社債にもとづく元利金
の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は本社債にもとづく元利金の支払義務を免
除されるものとする。
「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当社について、特定第二号措置( 預金保険法( 昭和46年法律第34
号) ( 以下「預金保険法」という。) において定義される意味を有するものとする。) を講ずる必要がある旨
の特定認定( 預金保険法において定義される意味を有するものとする。) を行った場合をいう。
「債務免除日」とは、実質破綻事由が発生した日後10銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の
監督当局と協議の上決定する日をいう。

( 2) 実質破綻事由が生じた場合、当社はその旨、債務免除日および当社が本項に従い本社債にもとづく元利金
の支払義務を免除されることを、当該債務免除日の８銀行営業日前までに社債管理者に通知し、また、当
該債務免除日の前日までに本( 注) 第11項に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。た
だし、社債権者に債務免除日の前日までに当該通知を行うことができないときは、債務免除日以降すみや
かにこれを行う。

( 3) 本社債の社債要項に反する支払
実質破綻事由が生じた後、本社債にもとづく元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合
には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとす
る。

( 4) 相殺禁止
実質破綻事由が生じた場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。

５　劣後特約
( 1) 本社債の償還および利息の支払は、当社につき破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始

の決定があり、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる
手続が外国において行われる場合には、以下の規定に従って行われる。

① 破産の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の決定がな
され、かつ破産手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件
が成就したときに発生するものとする。
( 停止条件)
その破産手続の最後の配当のための配当表( 更正された場合は、更正後のもの。) に記載された配当に加
うべき債権のうち、本社債にもとづく債権および本号①ないし④( 本号なお書きの内容を含む。以下同
じ。) と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権( ただし、本号③を除き本項と同
一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。) を除くすべ
ての債権が、各中間配当、最後の配当および追加配当によって、その債権額につき全額の満足( 配当、供
託を含む。) を受けたこと。

② 会社更生の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について会社更生手続開始の決定
がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以
下の条件が成就したときに発生するものとする。
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( 停止条件)
当社について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本社債に
もとづく債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権( た
だし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付され
た債権とみなす。) を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。

③ 民事再生の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について民事再生手続開始の決定
がなされ、かつ民事再生手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以
下の条件が成就したときに発生するものとする。ただし、簡易再生および同意再生の場合は除く。
( 停止条件)
当社について民事再生計画認可の決定が確定したときにおける民事再生計画に記載された債権のうち、
本社債にもとづく債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付され
た債権( ただし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件
を付された債権とみなす。) を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこ
と。

④ 日本法以外による倒産手続の場合
当社について日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれに準ずる手続が外国
において本号①ないし③に準じて行われる場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、その
手続において本号①ないし③に記載の条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものと
する。ただし、その手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、本社債にもとづく元利
金の支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生するものとする。

なお、当社について破産手続が開始された場合、当該破産手続における本社債にもとづく元本および利息の
支払請求権の配当の順位は、破産法( 平成16年法律第75号) に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。

( 2) 上位債権者に対する不利益変更の制限
本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更し
てはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じな
い。

( 3) 上位債権者
本項において上位債権者とは、当社に対し、本社債および本項第( 1) 号①ないし④と実質的に同じ条件も
しくはこれに劣後する条件を付された債権( ただし、本項第( 1) 号③を除き本項と同一の条件を付された債
権は、本項第( 1) 号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。) を除く債権を有するすべて
の者をいう。

( 4) 本社債の社債要項に反する支払
本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第( 1) 号①ないし④に従って発生していないにもか
かわらず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、
社債権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとする。

( 5) 相殺禁止
本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第( 1) 号①ないし④に従ってそれぞれ定められた条
件が成就したときに発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、本社債にもとづく元利
金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。

６　社債管理者に対する定期報告
( 1) 当社は、平常社債管理者にその事業の概況を報告し、毎事業年度の決算および剰余金の処分( 会社法第454

条第５項に定める中間配当を含む。) については、社債管理者にこれを通知するものとする。当社が、会
社法第441条第１項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合もまた同様とする。

( 2) 当社は、金融商品取引法( 昭和23年法律第25号) にもとづき、有価証券報告書、半期報告書もしくは四半期
報告書、臨時報告書ならびに訂正報告書およびそれらの添付書類を関東財務局長に提出した場合には、社
債管理者に遅滞なくその旨を通知する。ただし、社債管理者がそれらの写の提出を要求した場合には、当
社は社債管理者にそれらの写を提出する。

７　社債管理者に対する通知
( 1) 当社は、次の各場合にはあらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。

① 当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡し、または貸与しようとするとき。
② 事業の全部または重要な部分を変更し、休止もしくは廃止しようとするとき。
③ 資本金または資本準備金もしくは利益準備金の額を減少しようとするとき。
④ 合併( 簡易合併による場合を除く。) または会社分割( 簡易分割による場合を除く。) をしようとすると

き。
( 2) 本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときおよび変更が生じたときは、当社は遅滞なく社債

原簿にその旨を記載し、代表者の記名捺印した書面をもって社債管理者に通知しなければならない。
８　債権者の異議手続における社債管理者の権限

社債管理者は、会社法第740条第２項本文の規定にかかわらず、同条第１項に定める異議の申立てに関し、
社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。

EDINET提出書類
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ(E03606)

発行登録追補書類（株券､社債券等）

13/39



 

９　社債管理者の辞任
社債管理者は、社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合( 利益が相反するおそれがある場合を含
む。) 、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。

10　社債管理者の請求による調査権限
( 1) 社債管理者は、本社債の管理委託契約の定めるところに従い、社債管理者の権限を行使し、または義務を

履行するために必要であると認めたときは、当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の事
業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。

( 2) 前号の場合で、社債管理者が当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の調査を行うときは、
当社は、これに協力するものとする。

11　公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の
方法によりこれを行う。ただし、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、定款所定の方法に
加えて、東京都および大阪市で発行される各１種以上の新聞紙にもこれを掲載する。ただし、重複するもの
があるときは、これを省略することができる。

12　社債権者集会
( 1) 本社債の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間

前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
( 2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
( 3) 本社債の総額( 償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。) の10分の１

以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面( 本( 注) 第２
項ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券) を社債管理者に提示したうえ、社
債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して社債権
者集会の招集を請求することができる。

( 4) 本社債および本社債と同一の種類( 会社法第681条第１号に定める種類をいう。) の社債の社債権者集会
は、一つの集会として開催される。前３号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。

13　発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人
業務は、株式会社りそな銀行がこれを取り扱う。

14　元利金の支払
本社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則
に従って支払われる。

15　社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
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４ 【社債の引受け及び社債管理の委託( 第27回期限前償還条項付無担保社債( 実質破綻時免除特約およ
び劣後特約付) ( サステナビリティボンド) ( 10年債) ) 】

( 1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受金額
( 百万円) 引受けの条件

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証
券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 71, 000

１ 引受人は本社債の
全額につき共同し
て 買 取 引 受 を 行
う。

２ 本社債の引受手数
料は額面100円に
つ き 金 50銭 と す
る。

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 10, 000

岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 6, 000

東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番
１号 4, 000

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 4, 000

丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目３番６号 1, 000

計 ― 96, 000 ―
 

( 注) １　本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令( 以下「金商業等府令」という。) 第153条第１項第４号ハに掲
げる社債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第３号に規定する本社債の主幹事会社である三菱ＵＦＪ
モルガン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当します。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会
社は当社の連結子会社です。当社は本社債の発行価格及び利率( 以下「発行価格等」という。) の決定を公正
かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規
則」第25条の２に規定されるプレ・マーケティングの手続きに従い決定しました。

２　引受人のうち三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、以下の金融商品仲介業務を行う登録金融機
関に、本社債の募集の取扱いを一部委託します。

金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称：株式会社三菱ＵＦＪ銀行
住所：東京都千代田区丸の内二丁目７番１号
金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
住所：東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

金融商品仲介業務を行う登録金融機関は、当該引受人の委託を受け、本社債の募集の取扱いを行いますが、
店舗によっては、募集の取扱いが行われない場合があります。

 

( 2) 【社債管理の委託】

社債管理者の名称 住所 委託の条件

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目２番１号

１ 社債管理者は、本社債の管理を受
託する。

２ 本社債の管理手数料については、
社債管理者に、期中において年間
額面100円につき金１銭を支払う
こととしている。
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５ 【新規発行による手取金の使途】
( 1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額( 百万円) 発行諸費用の概算額( 百万円) 差引手取概算額( 百万円)

150, 000 1, 200 148, 800
 

( 注) 　上記金額は、第26回無担保社債( 実質破綻時免除特約および劣後特約付) ( サステナビリティボンド) および第27
回期限前償還条項付無担保社債( 実質破綻時免除特約および劣後特約付) ( サステナビリティボンド) の合計金額
であります。

 
( 2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額148, 800百万円は、全額を当社の連結子会社への貸出金( 当該連結子会社の自己資本の充実の

ための資金を含む。) に2020年度上期中を目処に充当する予定であります。

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ第26回無担保社債( 実質破綻時免除特約および劣後特約付) ( サステ

ナビリティボンド) および株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ第27回期限前償還条項付無担保社債( 実質

破綻時免除特約および劣後特約付) ( サステナビリティボンド) の発行による手取金は、全額を連結子会社への貸出を

通じて、別記「募集又は売出しに関する特別記載事項」欄に記載するグリーン/ ソーシャル/ サステナビリティボン

ドフレームワークの適格クライテリアを満たす新規または既存の融資資金に充当する予定であります。なお、実際

の充当時期まで、当該連結子会社は未充当額と同額を現金、現金同等物または市場性のある証券に投資して管理し

ます。

 

第２ 【売出要項】
 

該当事項はありません。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
 

本社債に対する投資の判断にあたっては、発行登録書、訂正発行登録書および本発行登録追補書類その他の内容の

他に、以下に示すような様々なリスクおよび留意事項を特に考慮する必要があります。ただし、本社債の取得時、保

有時および処分時における個別的な課税関係を含め、本社債に対する投資に係るすべてのリスクおよび留意事項を網

羅したものではありません。当社の事業等のリスクについては、「第三部　参照情報　第２　参照書類の補完情報」

に掲げた「事業等のリスク」をご参照ください。

なお、以下に示すリスクおよび留意事項に関し、本社債の社債要項の内容の詳細については、「第一部　証券情

報　第１　募集要項」をご参照ください。また、本「募集又は売出しに関する特別記載事項」中で使用される用語

は、以下で別途定義される用語を除き、それぞれ「第一部　証券情報　第１　募集要項」中で定義された意味を有し

ます。

 

( 1) 本社債に付与された信用格付に関するリスク

本社債に付与される信用格付は、債務履行の確実性( 信用リスク) についての現時点における信用格付業者の意見

であり事実の表明ではありません。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保

証ではありません。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格

変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではありません。信用格付業者の信用格付は信用リ

スクの評価において信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられる( も

しくは保留される) ことがあります。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報( 発行体から提供さ

れた情報を含みます。) を利用していますが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではありません。本社

債に付与される信用格付について、当社の経営状況または財務状況の悪化、当社に適用される規制の変更や信用格

付業者による将来の格付基準の見直し等により格下げがなされた場合、償還前の本社債の価格および市場での流動

性に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

( 2) 価格変動リスク

償還前の本社債の価格は、市場金利の変動、当社の経営状況または財務状況および本社債に付与された格付の状

況等により変動する可能性があります。

 

( 3) 本社債の流動性に関するリスク

本社債の発行時においてその活発な流通市場は形成されておらず、またかかる市場が形成される保証はありませ

ん。したがって、本社債の社債権者は、本社債を売却できないか、または希望する条件では本社債を売却できず、

金利水準や当社の経営状況または財務状況および本社債に付与された格付の状況等により、投資元本を割り込む可

能性があります。

 

( 4) 元利金免除に関するリスク

当社について実質破綻事由が生じた場合、当社は、本社債にもとづく元利金( ただし、実質破綻事由が生じた日ま

でに弁済期限が到来したものを除きます。本( 4) において以下同じです。) の全部の支払義務を免除されます。この

場合、支払義務を免除された元利金がその後に回復することはありません。
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実質破綻事由の発生の有無は内閣総理大臣の判断に委ねられており、当社の意図にかかわらず発生する可能性が

あります。2016年４月に金融庁が公表し、2018年４月に改訂した「金融システムの安定に資する総損失吸収力( ＴＬ

ＡＣ) に係る枠組み整備の方針について」と題する文書、および2019年３月より段階的な適用が開始された本邦にお

けるＴＬＡＣ規制( 以下「本邦ＴＬＡＣ規制」といいます。) によれば、当社グループを含む本邦ＴＬＡＣ規制の適

用対象金融機関( 以下「本邦ＴＬＡＣ対象ＳＩＢｓ」と総称します。) の秩序ある処理としては、単一の当局が、金

融機関グループの最上位に位置する持株会社等に対して破綻処理権限を行使することで、当該金融グループを一体

として処理する方法( ＳＰＥ( Ｓｉｎｇｌｅ　Ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　Ｅｎｔｒｙ) アプローチ) が望ましい処理戦略であ

ると考えられています。その実現のため、本邦ＴＬＡＣ規制においては、本邦ＴＬＡＣ対象ＳＩＢｓの破綻処理時

における損失の集約が必要な先である国内における破綻処理銀行持株会社( 以下「国内処理対象銀行持株会社」とい

います。) に対して、国内処理対象銀行持株会社の損失吸収力および資本再構築力を有すると認められる資本・負債

( 以下「外部ＴＬＡＣ」といいます。) の所要水準を満たすこと等が求められるとともに、外部ＴＬＡＣで確保した

損失吸収力等を、国内処理対象銀行持株会社グループ全体を危機に陥れる程度の損失を発生させ得る一定規模以上

の金融システム上重要な業務を提供する主要な子会社( 以下「主要子会社」といいます。) の損失吸収力等を有する

と認められる資本・負債( 以下「内部ＴＬＡＣ」といいます。) として主要子会社に分配することでその所要水準を

満たすこと等が求められた上で、主要子会社に財務危機事由が生じた場合に、主要子会社に生じた損失を国内処理

対象銀行持株会社が吸収した後に、国内処理対象銀行持株会社の株主・債権者により当該損失が吸収されることを

可能とすることが考えられています( ただし、実際にどのような処理を行うかについては、個別の事案毎に当該本邦

ＴＬＡＣ対象ＳＩＢｓの実態を考慮のうえで決定すべきこととされており、ＴＬＡＣを利用したＳＰＥアプローチ

を用いるか否かを含め、いかなる方法が選択されるかは確定していません。) 。そして、本邦ＴＬＡＣ規制にもとづ

き、当社グループでは、当社が国内処理対象銀行持株会社として指定され、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ

信託銀行株式会社および三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が主要子会社として指定されています。本

邦ＴＬＡＣ規制によれば、ＴＬＡＣを利用したＳＰＥアプローチにもとづく秩序ある処理の具体例として、国内の

主要子会社について、金融庁が当該主要子会社の債務超過もしくは支払停止またはそれらのおそれがあると認めた

場合に、代替手段の有無および緊急性等を考慮したうえで、銀行法第52条の33第１項にもとづく命令のうち、内部

ＴＬＡＣを用いた主要子会社の資本増強および流動性回復を含む健全性の回復に係る命令を国内処理対象銀行持株

会社に対して発したときは、内部ＴＬＡＣの条件( ローン契約等) に従い元本の削減または株式への転換が行われる

ことが想定されています。かかる場合において、国内処理対象銀行持株会社が預金保険法第126条の２第１項第２号

に定める特定第二号措置の適用要件を満たす場合には、当該国内処理対象銀行持株会社に対して特定第二号措置に

係る特定認定および特定管理を命ずる処分が行われることが想定されています。かかる秩序ある処理が当社グルー

プに適用される場合には、特定第二号措置に係る特定認定により、本社債のその時点における残額の全額につい

て、債務免除が行われることとなり、また、当社のその他Ti er１資本調達手段および本社債以外のTi er２資本調達

手段の全額についても、債務免除または普通株式への転換等が行われることとなります。

なお、本邦において実施されるＴＬＡＣに関する規制等の内容は、今後本邦当局により変更されることがありう

るため、その具体的な内容により、当社による本社債の元利金の返済能力や本社債の市場価値に悪影響が生じる可

能性があります。

 

( 5) 本社債の劣後性および当社子会社の債務に対する構造劣後性に関するリスク

本社債には劣後特約が付されており、当社につき当該劣後特約に定める一定の法的倒産手続に係る事由( 劣後事

由) が発生し、かつ当該劣後事由が継続している場合には、当社の一般債務が全額弁済されるまで、本社債にもとづ

く元利金の支払は行われません。したがって、当社につき当該劣後事由が発生し、かつ当該劣後事由が継続してい

る場合、本社債の社債権者は、その投資元本の全部または一部の支払を受けられない可能性があります。

本社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていません。また、本社債の社債権者は、会社法第739条に定め

る決議を行う権利を有さず、本社債が同条にもとづき期限の利益を喪失せしめられることはありません。
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また、当社は、当社グループの子会社たる銀行および証券会社等とは別個の法人格を有する銀行持株会社であ

り、当該銀行等に対する株式および債権以外に重要な資産を有しておらず、その収入の大部分を当該銀行等からの

配当その他の支払に依存しています。さらに、当該銀行等の財政状態が悪化した場合等においては、当社および当

該銀行等に適用される会社法、銀行法、預金保険法、倒産法等に基づく法令上の規制または契約上の制限等に従

い、当該銀行等から当社への支払が行われなくなる可能性や、当該銀行等の損失を当社が吸収することを目的とし

て、本社債その他の本社債と同順位のTi er２資本調達手段およびその他Ti er１資本調達手段を含む当社のＴＬＡＣ

適格負債等の発行代わり金により当社が当該銀行等に対して供与する貸付債権等について、債務免除もしくは普通

株式への転換等またはその他の条件等の変更がなされる可能性があります。

これらのことから、当社グループの秩序ある処理として、当該銀行等の重要な機能を維持したまま、銀行持株会

社である当社については法的倒産手続の下での処理が行われる場合、本社債の社債権者は、当該銀行等の資産に対

して直接の請求権を有さず、また、本社債の社債権者を含む当社の債権者は、特定第二号措置に係る特定認定によ

り、当社について実質破綻事由が生じることとなり、本社債にもとづく元利金の全部の支払義務を免除されます。

その結果、当該銀行等の預金者やデリバティブ取引の相手方等の一般債権の債権者および劣後債権の債権者は、そ

の債権につきその条件に従って弁済を受けられることとなる可能性がある一方で、本社債の社債権者は、その債権

の全部につき弁済を受けられないこととなります( 持株会社の構造劣後性) 。

 

( 6) 償還に関するリスク

当社は、払込期日以降、税務事由または資本事由が発生し、かつこれらの事由が継続している場合、あらかじめ

金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部( 一部は不可) を、期限前償還期日までの経過利息を付し

て、額面100円につき金100円の割合で期限前償還することができます。また、その他に、第27回社債については、

当社の任意による期限前償還条項が付されており、当社は、当該条項にもとづき第27回社債を期限前償還すること

ができます。

かかる期限前償還がなされた場合、本社債の社債権者は予定した将来の金利収入を得られなくなり、また、その

時点で再投資したときに、予定した金利利回りを達成できない可能性があります。

 

サステナビリティボンドとしての適合性について
当社は、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ第26回無担保社債( 実質破綻時免除特約および劣後特約付)

( サステナビリティボンド) および株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ第27回期限前償還条項付無担保社債

( 実質破綻時免除特約および劣後特約付) ( サステナビリティボンド) について、サステナビリティボンド発行のため

に、国際資本市場協会( ＩＣＭＡ) が策定する「グリーンボンド原則( Green Bond Pri nci pl es) 2018」( 注１) 、「ソー

シ ャ ル ボ ン ド 原 則 ( Soci al Bond Pri nci pl es) 2018 」 ( 注 ２) 、 「 サ ス テ ナ ビ リ テ ィ ボ ン ド ・ ガ イ ド ラ イ ン

( Sust ai nabi l i t y Bond Gui del i nes) 2018」( 注３) 及び環境省が策定する「グリーンボンドガイドライン2020年版」に

則したグリーン/ ソーシャル/ サステナビリティボンドフレームワークを策定し、第三者評価機関であるサステイナリ

ティクスよりセカンドパーティ・オピニオンを取得しております。
( 注) １　グリーンボンド原則( Green Bond Pri nci pl es) 2018とは、国際資本市場協会( ＩＣＭＡ) が事務局機能を担

う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会( Green Bond Pri nci pl es Execut i ve Commi t t ee) により
策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドライン。

２　ソーシャルボンド原則( Soci al Bond pri nci pl es) 2018とは、国際資本市場協会( ＩＣＭＡ) が事務局機能を
担う民間団体であるグリーン・ソーシャルボンド原則執行委員会( Green Bond Pri nci pl es and Soci al
Bond Pri nci pl es Execut i ve Commi t t ee) により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドライ
ン。

３　サステナビリティボンド・ガイドライン( Sust ai nabi l i t y Bond Gui del i nes) 2018とは、国際資本市場協会
( ＩＣＭＡ) が事務局機能を担う民間団体であるグリーン・ソーシャルボンド原則執行委員会( Green Bond
Pri nci pl es and Soci al Bond Pri nci pl es Execut i ve Commi t t ee) により策定されているサステナビリティ
ボンドの発行に係るガイドライン。

 
グリーン/ソーシャル/サステナビリティボンドフレームワークについて

当社は、サステナビリティボンド発行を目的として、グリーンボンド原則( Green Bond Pri nci pl es) 2018、ソーシャ

ルボンド原則( Soci al Bond Pri nci pl es) 2018及びサステナビリティボンド・ガイドライン( Sust ai nabi l i t y Bond

Gui del i nes) 2018が定める４つの要件( 調達資金の使途、プロジェクトの評価及び選定のプロセス、調達資金の管理、

レポーティング) に適合するフレームワークを以下のとおり策定しました。
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調達資金の使途

サステナビリティボンドで調達された資金は、以下の適格クライテリアのいずれかを満たす資金のファイナンス又

はリファイナンスに充当される予定です。

グリーン分野の適格カテゴリー

クライテリア１　グリーンビルディング

・グリーンボンドで調達された資金はJ - REI T( 日本の不動産投資法人) が保有する適格グリーンビルディングに対し

て三菱ＵＦＪ銀行が実行した新規又は既存の融資に充当される予定です。

・適格グリーンビルディングとは、以下のいずれかの認証をグリーンボンドの発行日又はいずれかのレポーティン

グ日から遡り24ヵ月以内に取得又は将来取得予定の不動産のことです。

฀ 　LEED：Pl at i num又はGol d( CO2排出量を算出可能な不動産に限定)

฀ 　BREEAM：Out st andi ng又はExcel l ent ( CO2排出量を算出可能な不動産に限定)

฀ 　CASBEE：Sランク又はAランク( CO2排出量を算出可能な不動産に限定)

฀ 　DBJ Green Bui l di ng認証：5つ星又は4つ星( CO2排出量を算出可能な不動産に限定)

クライテリア２　再生可能エネルギー

・グリーンボンドで調達された資金は、太陽熱発電、太陽光発電、陸上及び洋上風力発電プロジェクトなどの再生

可能エネルギープロジェクトに対する三菱ＵＦＪ銀行が実行した新規又は既存の融資に充当される予定です。

・すべてのプロジェクトは以下の適格クライテリアに適合する必要があります。

฀ 　以下の基準を全て満たす、新規及び既存の太陽熱発電、太陽光発電、陸上及び洋上風力発電プロジェクトに

おける開発工事、運転又は施設拡張に関する費用。ⅰ) 赤道原則のカテゴリーB又はカテゴリーCに分類され、

かつ、ⅱ) グリーンボンドの発行日から24ヵ月以内に調印された新規又は既存の太陽及び風力発電プロジェク

トの開発工事、運営、又は施設拡張に関連する支出

赤道原則によると、カテゴリーAのプロジェクトは、環境及び社会に対して重大な負のリスク及び/ 又は多様で回復不

能又は前例のない悪影響を及ぼす可能性があります。カテゴリーBのプロジェクトは、環境及び社会への負のリスク及

び/又は悪影響が限定的でごくわずかしかなく、概して当該立地固有のものであり、概ね回復可能であり緩和策によっ

て容易に対処されます。カテゴリーCのプロジェクトは、環境及び社会への負のリスク及び/ 又は悪影響は最小限又は

皆無です。

 
ソーシャル分野の適格カテゴリー

クライテリア１　震災、台風等の災害による経済的被害からの復興・復旧及び感染症拡大( COVI D- 19等) による経済的

被害・影響からの回復に寄与する三菱ＵＦＪ銀行のプロジェクト/融資

฀ 　プロジェクト・カテゴリー

- ［雇用創出：自然災害］自然災害による被災地の復興に資する企業への資金供給を通じた雇用創出( 「復興特

区支援利子補給金制度」及び「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金」を利用する事業者への

融資に優先して充当する予定です。)

- ［雇用維持：感染症拡大］感染症拡大( COVI D- 19等) により影響を受けた中小企業及び個人事業主を対象とした

融資のファイナンス及びリファイナンスを通じた雇用維持

฀ 　ターゲットポピュレーション

- ［雇用創出：自然災害］自然災害による被災地で事業を営む企業及び当該地域の住民

- ［雇用維持：感染症拡大］中小企業及び個人事業主

クライテリア２　医療施設、製薬会社並びに医療関連機器・製品製造会社への三菱ＵＦＪ銀行のプロジェクト/融資

฀ 　プロジェクト・カテゴリー

- ［医療施設］手ごろな価格の基本的インフラ設備及び必要不可欠なサービスへのアクセス：医療施設への三菱

ＵＦＪ銀行の融資は、対象となる医療が低所得者層にもアクセス可能であることを要します。本カテゴリー

の融資は、具体的には海外施設としては公的病院、国内施設としては公的病院並びに、社会医療法人及び社

会福祉法人が運営する病院向け融資を予定しています。
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- ［製薬会社並びに医療関連機器・製品製造会社］新型感染症の検査・ワクチン、伝染性ウィルスの症状緩和の

ためのその他医薬品等の研究開発向け融資、並びに健康安全設備及び衛生用品の製造又は既存医療機器の改

良並びに/若しくは生産又は生産向上等を通じた感染症拡大( COVI D- 19等) への対策。本カテゴリーの融資は、

製薬会社並びに医療関連機器・製品製造会社向け融資を予定しています。

฀ 　ターゲットポピュレーション

一般大衆及び貧困ライン以下で暮らしている人々

クライテリア３　学校への三菱ＵＦＪ銀行のプロジェクト/融資

฀ 　プロジェクト・カテゴリー

手ごろな価格の基本的インフラ設備及び必要不可欠なサービスへのアクセス：学校への三菱ＵＦＪ銀行の融資

は、公立学校を対象とし低所得者層にもアクセス可能であることを要します。

฀ 　ターゲットポピュレーション

一般大衆及び貧困ライン以下で暮らしている人々

クライテリア４　イングランドにおける登録業者である公共住宅供給業者向けの三菱ＵＦＪ銀行によるプロジェクト/

融資

฀ 　プロジェクト・カテゴリー

手ごろな価格の基本的インフラ設備及び必要不可欠なサービスへのアクセス

฀ 　ターゲットポピュレーション

一般大衆及び貧困ライン以下で暮らしている人々

上記クライテリア１～４のソーシャル分野のプロジェクト/融資におけるリファイナンスのルックバック期間は、ソー

シャル及びサステナビリティボンドの発行日から36ヵ月以内とします。

 
プロジェクトの評価及び選定のプロセス

プロジェクト選定における適格及び除外クライテリアの適用

グリーンプロジェクト/融資

適格グリーンビルディングの選定に関しては、三菱ＵＦＪ銀行ソリューションプロダクツ部が、クライテリア1

( 前述したLEED、BREEAM、CASBEE、DBJ Green Bui l di ng 認証を取得したグリーンビルディング) に適合したプロジェ

クトを選定します。また、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング( 以下「MURC」という。) により開発されたESG評

価を取得したJ - REI T に対する、リファイナンスを含む新規融資は優先的に選定対象となる場合があります。具体的

には、MURC のJ - REI T 向けESG 評価で上位３ランクを取得したJ - REI T のグリーンビルディング向けの新規融資にお

いて、「J - REI T 向けESG評価ローン」としての融資が実行される場合、プロジェクトの選定プロセスにおいて他の

グリーンビルディングに対して優先されます。グリーンボンド調達資金が充当される全ての再生可能エネルギープ

ロジェクトは「クライテリア２」に適合しているかどうかに基づいて、三菱ＵＦＪ銀行のソリューションプロダク

ツ部によって選定されます。また、適格再生可能エネルギープロジェクトは、三菱ＵＦＪ銀行ソリューションプロ

ダクツ部によって赤道原則に照らして評価されます。このプロセスには、環境及び社会への負のリスク及び悪影響

が限定的又は最小限であるカテゴリーB 及びカテゴリーC に分類されたプロジェクトの選定が含まれます。適格プ

ロジェクトを選定する際の最終判断は当社財務企画部CFO 室が行います

 
ソーシャルプロジェクト/融資

・資金使途要件に適合する融資から選定

・対象となる融資は、払込期日又はレポーティング時点において、過去３年以内又は将来において実行されるこ

とを要します

・各カテゴリーの選定及び決定の所管部署等は以下の通り。適格基準に基づき選定担当部署が資金使途への適合

性を確認し選定したうえで、最終判断は当社財務企画部CFO室が行います。
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プロジェクト 選定
雇用創出/維持
 
 
 

三菱ＵＦＪ銀行コーポレート情報営業部( 自然災害) 、三菱ＵＦＪ銀行法
人・リテール企画部兼コーポレートバンキング企画部予算統括室( 感染症
拡大( COVI D- 19等) により影響を受けた中小企業及び個人事業主を対象と
した融資)

ヘルスケア
 
 
 

三菱ＵＦＪ銀行ソリューションプロダクツ部( 日本国外の医療施設) 、当
社財務企画部CFO室( 日本国内の医療施設) 、三菱ＵＦＪ銀行法人・リテー
ル企画部兼コーポレートバンキング企画部予算統括室( 製薬会社並びに医
療関連機器・製品製造会社)

教育 三菱ＵＦＪ銀行ソリューションプロダクツ部

手頃な価格の住宅 三菱ＵＦＪ銀行ソリューションプロダクツ部
 

 
環境・社会目標

当社は、当社の「いかなる時代にあっても決して揺らぐことなく、常に世界から信頼される存在であること。時

代の潮流をとらえ、真摯にお客さまと向き合い、その期待を超えるクオリティで応え続けること。長期的な視点

で、お客さまと末永い関係を築き、共に持続的な成長を実現すること。そして、日本と世界の健全な発展を支える

責任を胸に、社会の確かな礎となること。」というミッションに合致した取り組みとして、本業である金融事業に

よる環境・社会課題の解決への貢献及び社会の礎になることを目指すミッションの達成を目標とするグループ全体

のCSR委員会を設置しています。これを達成する為、当社は優先して取り組むべき課題を特定し、2019年度から2030

年度までに累計20兆円( 内、環境分野で８兆円) の「サステナブルファイナンス目標」を設定しました。

当社は国連グローバル・コンパクト、国連環境計画・金融イニシアチブ( UNEP FI ) 、責任投資原則( 完全子会社で

ある三菱ＵＦＪ信託銀行による署名) 、CDP( 旧カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト) 及び責任銀行原則、

三菱ＵＦＪ銀行は赤道原則に署名しています

 
環境目標

当社は( ⅰ) 赤道原則の遵守、( ⅱ) 気候変動対策に関連するコンサルティングサービスの推進、( ⅲ) グリーンボン

ドの発行、( ⅳ) 環境負荷を低減する商品とサービスの普及を通じ、環境目標を積極的に追求しています。当社は、

再生可能エネルギー向け融資が、地球温暖化ガス削減に貢献し、CSRの柱である責任ある金融を事業運営に組み入れ

るための手段であり、新たに制定した「MUFG環境方針」及び「MUFG環境・社会ポリシーフレームワーク」と整合す

ると考えています。

 
社会目標

当社は本業である金融機能を通じて社会の発展に貢献することを目指しています。特に「少子・高齢化」「産業

育成と雇用創出」「社会インフラ整備・まちづくり」などの分野で独自のサービスを提供しています。
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環境リスク、社会的リスク低減のためのプロセス

グリーンプロジェクト/融資

グリーンビルディングに関して三菱ＵＦＪ銀行は、外部第三者機関( LEED、BREEAM、CABSEE 及びDBJ Green

Bui l di ng 認証) による透明性の高いグリーンビルディング認証結果に基づき、全ての適格グリーンビルディングを

選定します。また、J - REI T は、MURC のJ - REI T 向けESG 評価を取得することで、サステナビリティ課題へのマネジ

メントについて評価を受けることも出来ます。再生可能エネルギーに関して三菱ＵＦＪ銀行は、再生可能エネル

ギーの関連する環境及び社会的リスクに対処するため、社内の環境及び社会的リスクアセスメントプロセスに基づ

き、プロジェクトを赤道原則に従ってカテゴリーA、B 又はC のいずれかに分類しています。このプロセスの一環と

して、三菱ＵＦＪ銀行はプロジェクトの環境及び社会への悪影響が最小限、限定的、又は深刻な可能性について、

国際金融公社( I FC) の環境及び社会の持続可能性に関する８つのパフォーマンス基準に基づいて評価します。それぞ

れのパフォーマンス基準では限定的なリスクや重大なリスクが特定されており、三菱ＵＦＪ銀行の社内プロセスは

ソリューションプロダクツ部に対し、お客様と協力してこれらの環境及び社会的リスクとそのインパクトを各パ

フォーマンス基準に基づいて評価・管理することを要求しています。このプロセスを通じて付与したプロジェクト

の最終的なカテゴリーについては、PwC サステナビリティ合同会社( Pri cewat erhouseCoopers Sust ai nabi l i t y LLC)

によって審査されています。最新のPwC サステナビリティ保証報告書は当社のウェブサイト上で開示される予定で

す。

 
ソーシャルプロジェクト/融資

潜在的リスク低減のため、上記選定担当部署が適格基準に定める以下の外部基準等への適合性を確認する。

プロジェクト 外部基準等
雇用創出/維持
 
 
 

- 「復興特区支援利子補給金制度」、「津波・原子力災害被災地域雇用創
出企業立地補助金」を利用する事業者を優先
- 感染症に関連する企業向けへの融資は、感染症拡大( COVI D- 19等) により
影響を受けた中小企業及び個人事業主に限定

ヘルスケア
 
 
 

- 病院
海外施設：公的病院
国内施設：公的病院、社会医療法人又は社会福祉法人が運営する病院
- 製薬会社並びに医療関連機器・製品製造会社
貸付金の使途は、感染症拡大( COVI D- 19等) の対策に限定

教育 公立学校

手頃な価格の住宅 イングランド政府機関の登録業者( Regi st ered Soci al Landl ord)
 

 
調達資金の管理

当社は三菱ＵＦＪ銀行の社内融資管理システムを使用して適格グリーン及びソーシャルプロジェクト/融資への資金

の充当状況を少なくとも１年に１回モニタリング及び追跡管理します。債券を発行するのは当社ですが、調達された

資金は当社の全額出資子会社である三菱ＵＦＪ銀行に融資されます。当社は当社と三菱ＵＦＪ銀行の間で締結された

融資契約に基づき、債券によって調達資金を受け取るのとほぼ同時に、それと同額の資金を三菱ＵＦＪ銀行に送金し

ます。調達した資金の全額が適格グリーン及びソーシャルプロジェクト/融資に充当されるまで、三菱ＵＦＪ銀行は未

充当額と同額を現金、現金同等物又は市場性のある証券に投資する予定です。

 
レポーティング

資金充当状況レポーティング

当社は少なくとも全額が充当されるまで１年毎に、また、重要な変化がある場合には適時に、以下に関する情報

を提供します。

- 適格グリーン及びソーシャルプロジェクト/融資にかかる調達資金の充当及び未充当状況

グリーン、ソーシャル及びサステナビリティボンドで調達した資金の充当に関する経営陣のマネジメント・ア

サーションは、サステイナリティクスによるアニュアル・レビューとともに、全額が充当されるまで１年毎に提供

されます。資金充当状況レポーティングは、年度末( ３月) を基準とし、３ヶ月以内( ６月まで) に当社のウェブサイ

トで行われます。
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インパクト・レポーティング

当社は以下の内容を含むインパクト・レポートをグリーン、ソーシャル及びサステナビリティボンドが残存する

限り、毎年実施します。

グリーンプロジェクト/融資

・グリーンビルディング及び再生可能エネルギープロジェクトにおけるCO2排出削減量

・再生可能エネルギープロジェクトにおける発電量( kWh)

ソーシャルプロジェクト/融資

・「雇用創出」を対象とするプロジェクトに関しては「創出された雇用数」及び「復興特区支援利子補給金制

度及び津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金」等を利用する事業者への融資件数」を「雇用維

持」を対象とする感染症拡大( COVI D- 19等) 対策のプロジェクトに関しては「融資件数」及び「融資先の雇用

者数」をKPI とします。

・「ヘルスケア」を対象とするプロジェクトに関しては「医療サービスを受ける人の数」又は「病床数」並び

に「研究開発数」、「製造設備数」又は「医療機器数」、医療器具・衛生用品の供給数、ワクチン・医薬品

の供給数をKPI とします。

・「教育」を対象とするプロジェクトに関しては「教育サービスを受ける人の数」をKPI とします。

・「手頃な価格の住宅」を対象とするプロジェクトに関しては「住宅供給件数」をKPI とします。

 
レポーティングは当社のウェブサイトで行われます。

 
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
 

該当事項はありません。

 

第４ 【その他の記載事項】
 

発行登録追補目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。

表紙の裏面に以下の内容を記載いたします。

 

［投資に際してのご留意事項］

本社債に投資するにあたって投資家が特に留意すべきと思われるリスク要因その他の事項については、以下のとおり

であります。

ただし、以下に記載されるリスク要因その他の事項は本社債に関する全てのリスクその他の留意事項を完全に網羅す

るものではありません。当社の「事業等のリスク」については、「第三部　参照情報　第２　参照書類の補完情報」

に掲げた「事業等のリスク」をご参照ください。

 
● 　本社債は、当社子会社であり、本社債の募集の取扱いを行う登録金融機関である株式会社三菱ＵＦＪ銀行に対す

る預金ではありません。

● 　元利金免除リスク

本社債は実質破綻時免除特約付社債であり、当社について以下に示す事由( 実質破綻事由) が生じた場合、当社

は、本社債にもとづく元利金( 実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。) の支払義務を免

除されます。この場合、本社債にもとづく当該元利金の全部について支払は行われず、かかる場合における実質

破綻時免除特約が付されていない当社の株式や社債の取扱いの内容にかかわらず、社債権者は当初の投資元本の

全部を失うことになります。また、実質破綻事由の発生の有無は内閣総理大臣の判断に委ねられており、当社の

意図にかかわらず発生する可能性があります。

( 実質破綻事由)

内閣総理大臣が、当社について、特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合
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● 　信用リスク

本社債は無担保の債務であり、当社が倒産等の事態に陥った場合、本社債に関する支払の一部または全部が行わ

れない可能性があります。

● 　劣後リスク

本社債は劣後特約付社債であり、以下に示す事由( 劣後事由) 発生時以降は、当社の一般債務が全額弁済されるま

で、本社債の元利金の支払は行われません。

( 劣後事由)

①　日本の裁判所による当社の破産手続開始

②　日本の裁判所による当社の会社更生手続開始

③　日本の裁判所による当社の民事再生手続開始

④　日本以外の法域で適用のある法にもとづく、当社の上記①ないし③に相当する破産、会社更生、民事再生、そ

の他同種の手続の開始

● 　価格変動リスク

本社債の価格は当社の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価や市場金利等の変動、流通市場の需

給状況、本社債に付与される信用格付の見直し等により変動し、償還期日の前に中途換金した場合、その売買価

格は当初の投資元本を割り込むことがあります。

● 　再投資リスク

当社は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ第27回期

限前償還条項付無担保社債( 実質破綻時免除特約および劣後特約付) ( サステナビリティボンド) を2026年１月31日

に、または払込期日以降、以下に示す税務事由もしくは資本事由が発生し、かつ継続している場合に、当社の任

意で期限前償還される場合、額面金額にて償還されます。かかる期限前償還された金額をその時点で一般実勢

レートで再投資した場合に、投資家はかかる期限前償還がなされない場合に得られる本社債の利金と同等の利回

りが得られない可能性( 再投資リスク) があります。

( 税務事由)

日本の税制またはその解釈の変更等により、本社債の利息の損金算入が認められないこととなり、当社が合理的

な措置を講じてもかかる損金不算入を回避することができない旨の意見書を、当社が、日本において全国的に認

知されており、かつ当該事由に関して経験を有する法律事務所または税務の専門家から受領した場合

( 資本事由)

当社が、金融庁その他の監督当局と協議の結果、本社債が、日本の銀行監督規則に定める自己資本比率規制上の

自己資本算入基準にもとづき当社のTi er２資本に係る基礎項目として扱われないおそれがあると判断した場合( 本

社債の金額がTi er２資本に係る基礎項目として認識される金額に関する制限の超過を理由とする場合を除く。)

● 　流動性リスク

本社債の活発な流通市場は確立されていません。従って、中途換金は困難となることがあります。仮に本社債を

償還期日までに売却することができたとしてもその売買価格は、金利水準や当社の信用度などの要因により、当

初の投資元本を著しく下回る可能性があります。また本社債は劣後債務であることから、関連法令により買入消

却を行うことができるのは、当社の任意によるものであり、かつ金融庁長官の確認を含む一定の条件を満たした

場合のみに限定されています。従って、当社は社債権者からの申し出による中途換金を目的とした本社債の買入

消却は行いません。

● 　課税上の取扱い

本社債の課税上の一般的な取扱いは、現行税制上以下のとおりと考えられますが、各社債権者の個別的な課税上

の取扱いは異なる可能性があり、また、将来において、本社債について課税上の取扱いが変更される可能性があ

ります。

①　本社債は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
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②　本社債の利息は現行税制の定めるところにより、利子として課税されます。日本国の居住者が支払を受ける本

社債の利息は、20. 315％( 所得税、復興特別所得税及び地方税の合計) の源泉税が課されます。その上で、日本

国の居住者は、申告不要制度または申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、

20. 315％( 所得税、復興特別所得税及び地方税の合計) の税率が適用されます。申告不要制度を選択した場合、

当該源泉税の徴収により課税関係は終了します。内国法人が支払を受ける本社債の利息は、それが国内におけ

る支払の取扱者を通じて支払われる場合には、15. 315％( 国税) の源泉所得税が課され、当該利息は課税所得に

含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となります。ただし、当該法人は上記源泉所得税額を一定の制

限のもとで、日本国の所得に関する租税から控除することができます。

③　本社債の譲渡または償還による損益のうち、日本国の居住者に帰属する譲渡損益または償還差損益は、

20. 315％( 所得税、復興特別所得税及び地方税の合計) の税率による申告分離課税の対象となります。ただし、

特定口座のうち当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国の居住者が選択したもの( 源泉徴収選択口

座) における本社債の譲渡または償還による所得は、確定申告を不要とすることができ、その場合の源泉徴収

税率は、申告分離課税における税率と同じです。また、内国法人の場合は、当該譲渡損益または償還差損益

は、当該法人のその事業年度の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成します。

④　日本国の居住者は、本社債の利息、譲渡損益および償還差損益について、一定の条件に従い、他の特定公社債

や上場株式等の譲渡所得、利子所得及び配当所得と損益通算及び繰越控除を行うことができます。

 

第二部 【公開買付けに関する情報】
 

該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】
 

第１ 【参照書類】
 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

 

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度　第15期( 自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

2020年６月29日関東財務局長に提出

 

２ 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度　第16期第１四半期( 自　2020年４月１日　至　2020年６月30日)

2020年８月14日関東財務局長に提出

 

３ 【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日( 2020年９月11日) までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年７月１日に関

東財務局長に提出

 

第２ 【参照書類の補完情報】
 

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書( 以下「有価証券報告書等」といいます。) に記載さ

れた「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日( 2020年９月11日)

までの間において生じた変更その他の事由を反映し、その全体を一括して以下に記載いたします。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、別段の記載がない限り、

本発行登録追補書類提出日( 2020年９月11日) 現在において判断したものであります。なお、当該将来に関する事項につ

いては、その達成を保証するものではありません。

 

「事業等のリスク」

当社グループは、各種のリスクシナリオが顕在化した場合の影響度と蓋然性に基づき、その重要性を判定しており、

今後約１年間で最も注意すべきリスク事象をトップリスクとして特定しています。2020年７月の当社リスク委員会にお

いて特定されたトップリスクのうち、主要なものは以下のとおりです。当社グループでは、トップリスクを特定するこ

とで、それに対しあらかじめ必要な対策を講じて可能な範囲でリスクを制御するとともに、リスクが顕在化した場合に

も機動的な対応が可能となるように管理を行っています。また、経営層を交えてトップリスクに関し議論することで、

リスク認識を共有した上で実効的対策を講じるように努めています。
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主要なトップリスク

リスク事象 リスクシナリオ( 例)

収益力低下( 含む資金
収益力低下)

・　新型コロナウイルス感染拡大、世界的な経済停滞を背景とする、各国の中央銀行の金
融政策による国内外金利の一段の引き下げに伴う資金収益低下等を含む、全般的な収
益力の低下。

リスクアセット増加 ・　資金繰り支援として新規・追加融資の要請に応えることによるリスクアセットの増
加、及び当社グループの自己資本比率の低下。

外貨流動性リスク ・　市況悪化による外貨流動性の枯渇又はコストの大幅な増加。

与信費用増加 ・　グローバルベースで実体経済が急速に失速することに伴う与信費用増加。
・　与信集中業種等における信用悪化に伴う与信費用増加。

ＩＴリスク ・　サイバー攻撃による顧客情報の流出、サービス停止及び評判悪化等。
・　システム障害発生による補償費用支払及び評判悪化等。

マネー・ローンダリ
ングや経済制裁への
対応、贈収賄・汚職
防止に関するリスク

・　マネー・ローンダリングや経済制裁への対応、贈収賄・汚職防止に関連する規制の違
反による業務停止命令等の処分や課徴金等の支払及び評判悪化等。

市場コンダクトリス
ク

・　市場業務における法令等への不適切な対応、社会規範・市場慣行・商習慣に反する行
為、顧客視点の欠如等による業務停止命令等の処分や課徴金等の支払及び評判悪化
等。

外的要因( 感染症・地
震・水害・テロ等) に
関するリスク

・　感染症、自然災害、紛争・テロ等の外的要因による、当社グループの業務の全部又は
一部への障害及び対応費用増加。

気候変動に関するリ
スク

・　気候変動に関するリスクへの対応や開示が不十分であると見做されることによる当社
グループの企業価値の毀損。

・　取引先への影響を通じた当社与信ポートフォリオ管理・運営への影響。
 

※ リスク事象：2020年７月の当社リスク委員会での審議を経て、取締役会に報告されたものの一例です。一般的に起
こり得る事象で、当社固有でない情報も含まれます。

 
当社及び当社グループの事業その他に関するリスクについて、上記トップリスクに係る分析を踏まえ、投資者の判断

に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。また、必ずしもそのようなリス

ク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項は、投資者に対する積極的な

情報開示の観点から以下に開示しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回

避及び発生した場合の対応に努める所存です。

 
外部環境等に関するリスク

 
１．本邦及び世界の経済の悪化のリスク

本邦及び世界の経済は、新型コロナウイルスの感染拡大とそれに対して各国で採られる渡航、店舗等の営業その

他の経済活動の制限等の措置、原油価格の下落等の要因もあり、大幅に悪化する可能性があります。新型コロナウ

イルス感染拡大の収束時期が不透明であることに加え、米国政権の動向、各国・各地域における保護主義的な通商

政策への転換が国際的な自由貿易体制をゆるがすという懸念、英国のＥＵ離脱後の交渉のゆくえに関する懸念、中

国経済の成長鈍化とそれに伴う新興国・資源国の景気低迷、世界各地域における政治的混乱等の要因も引き続き存

在しており、先行き不透明な状況です。また、紛争( 深刻な政情不安を含みます。) 、テロや誘拐、地震・風水害・

感染症の流行等の自然災害等の外的要因により、影響を受けた地域の経済の悪化や市場の混乱が引き起こされる可

能性もあります。本邦及び世界経済が悪化した場合、当社グループには、保有する有価証券等の市場価格の下落に

よる損失、取引先の業績悪化等による不良債権及び与信関係費用の増加、市場取引の相手先の信用力低下等による

収益減少、外貨資金流動性の悪化、外貨資金調達コストの増加、リスクアセットの増加等が生じる可能性がありま

す。また、各国の中央銀行の金融政策の変更による国内外の金利の低下等に伴う資金収益力の低下等により、当社

グループの収益力が低下する可能性があります。さらに、経済活動の停滞による企業の新規投資や商取引の減少、

個人消費の落ち込み、先行き不透明な金融市場での投資意欲減退、お客様の預かり資産減少などが生じる可能性が

あります。
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また、債券・株式市場や外国為替相場の大幅な変動により金融市場の混乱・低迷、世界的な金融危機が生じた場

合等には、当社グループが保有する金融商品の価値が下落し、適切な価格を参照できない状況が生じ、又は金融市

場の機能不全が生じ、当社グループが保有する金融商品において減損若しくは評価損が生じる可能性があります。

これらにより、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に悪影響が及ぶ可能性があります。

 
２．外的要因( 紛争・テロ・自然災害等) に関するリスク

紛争( 深刻な政情不安を含みます。) 、テロや誘拐、地震・風水害・感染症の流行等の自然災害等の外的要因によ

り、社会インフラに障害が発生し、当社グループの店舗、ＡＴＭ、システムセンターその他の施設が被災し、又は

業務の遂行に必要な人的資源の損失、又はその他正常な業務遂行を困難とする状況が発生することで、当社グルー

プの業務の全部又は一部が停止又は遅延するおそれ、あるいは事業戦略上の施策や市場・規制環境の変化への対応

が計画どおり実施できないおそれがあります。また、これらの事象に対応するため、予防的なものも含めた追加の

費用等の発生などにより、当社グループの財政状態や経営成績に悪影響が生じる可能性があります。

例えば、新型コロナウイルスの感染拡大により、当社グループでは一部の拠点を休業したり、移動の制限によ

り、当社グループ及び業務委託先の業務が一部縮小するなどの影響がありました。当社グループでは安全確保と業

務継続の両立に向けて、社長を本部長とするグループ危機事象対策本部を設置し、リモートワークやオフピーク通

勤の推進等各種対策を講じておりますが、当社グループ及び業務委託先の多数の従業員が罹患した場合や今後世界

的な感染拡大が続く場合等には、更なる悪影響を受ける可能性があります。

また、当社グループは、自然災害のなかでも特に地震による災害リスクにさらされており、首都圏等当社グルー

プの事業基盤が集中している地域において大規模な地震が発生した場合には、当社グループの財政状態や経営成績

に悪影響が生じる可能性があります。当社グループでは、このような災害等のリスクに対し必要な業務継続計画を

整備し、常にレベルアップを図っておりますが、必ずしもあらゆる事態に対応できるとは限りません。例えば、

2011年３月に発生した東日本大震災のような大規模災害に伴う津波、液状化現象、火災、計画停電や節電対応等に

より、当社グループの店舗、ＡＴＭ、システムセンターその他の施設の運営が悪影響を受けるおそれがあります。

 
３．ＬＩＢＯＲ等の金利指標の改革に係るリスク

当社グループでは、デリバティブ、貸出、債券、証券化商品等、多数の取引においてロンドン銀行間取引金利( Ｌ

ＩＢＯＲ) 等の金利指標を参照していますが、2014年７月に金融安定化理事会は金利指標の改革及び代替金利指標と

してリスクフリーレートの構築を提言しました。また、2017年７月、ＬＩＢＯＲを規制する英国の金融行動監視機

構( ＦＣＡ) 長官は、2021年末以降はＬＩＢＯＲ公表継続のためにパネル銀行にレート呈示を強制する権限を行使し

ない旨表明しており、2021年末以降のＬＩＢＯＲの公表には不確実性があります。

当社グループでは、2021年末以降のＬＩＢＯＲ公表停止の可能性が高まっているとの認識のもと、ＬＩＢＯＲ等

の金利指標の改革や代替金利指標への移行に対する対応を進めております。しかし、かかる移行は複雑で、かつ現

時点で未確定な要素が多数あり、これによって、以下の事由を含め、当社の事業、財務状況及び経営成績に悪影響

を及ぼす可能性があります。

・　当社グループの金融資産及び負債に含まれるＬＩＢＯＲ等を参照するローンやデリバティブを含む幅広い金

融商品の価格、流動性、収益性及び取引可能性に悪影響を及ぼす可能性

・　既存のＬＩＢＯＲ等を参照する契約の参照金利をＬＩＢＯＲ等から代替金利指標に変更するための取引相手

方との契約修正等の交渉が必要になる可能性

・　顧客、取引相手方等との間で、金利指標の改革や代替金利指標への移行に伴う、契約の解釈、代替金利指標

との価値調整等に係る紛争が生じる、あるいは顧客との取引における不適切な取引慣行及び優越的地位の濫

用等に関する紛争に繋がる可能性

・　ＬＩＢＯＲ等の改革や代替金利指標への移行に関する規制当局への対応が必要となる可能性

・　ＬＩＢＯＲ等の改革や代替金利指標への移行に対応するリスク管理その他の業務のためにシステム開発が必

要となり、かかる開発が十分に行えない可能性、あるいはシステム投資その他の費用の発生の可能性
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４．気候変動に関するリスク

気候変動に伴う自然災害や異常気象の増加等によってもたらされる物理的な被害、気候関連の規制強化及び低炭

素社会への移行が、当社グループの取引先の事業や財務状況に影響を及ぼし、取引先への影響を通じて当社グルー

プの与信ポートフォリオ管理・運営に影響を与える等により、当社グループの経営成績や財政状態に悪影響を与え

る可能性があります。

当社グループは、気候変動に関するリスクの把握・評価や、情報開示の重要性を認識し、金融安定理事会によっ

て設立された気候関連財務情報開示タスクフォース( Task Force on Cl i mat e- rel at ed Fi nanci al Di scl osures。以

下、「ＴＣＦＤ」といいます。) が策定した気候変動関連財務情報開示に関する提言を支持するとともに、ＴＣＦＤ

に沿ったリスクの把握・評価や情報開示の拡充に取り組んでおりますが、気候変動に関するリスクへの取り組みや

情報開示が不十分であった場合又はそのように見做され、社会に対する責任を十分に果たしていないと見做された

場合などには、当社グループの企業価値の毀損に繋がるおそれがあり、当社グループの事業、財政状態及び経営成

績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 
戦略に関するリスク

 
５．競争、ビジネス戦略等に関するリスク

金融業界では、ＡＩやブロックチェーンといった新たな技術の進展や規制緩和等に伴い、電子決済領域など、他

業種から金融業界への参入が加速しており、今後も競争環境は益々厳しさを増す可能性があります。

また、当社グループは、収益力増強のためにグローバルベースで様々なビジネス戦略を実施しておりますが、競

合相手である他のグローバル金融機関による統合・買収・戦略的提携の進展等に伴い、競争が激化してきておりま

す。

そうした中、以下に述べるものをはじめとする様々な要因が生じた場合には、これら戦略が功を奏しない、当初

想定していた結果をもたらさない、又は変更を余儀なくされ、こうした競争的な事業環境において競争優位を得ら

れない場合、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼすおそれがあります。

・　取引先への貸出ボリュームの増大が想定通りに進まないこと。

・　既存の貸出についての利鞘拡大が想定通りに進まないこと。

・　本邦における長短金利操作付き量的・質的金融緩和の長期化、又はマイナス金利幅の更なる拡大により、貸

出利鞘の縮小が進行すること。

・　当社グループが目指している手数料収入の増大が想定通りに進まないこと。

・　デジタライゼーション戦略の遅れ等により次世代の金融サービス提供が想定通りに進まないこと。

・　効率化を図る戦略が想定通りに進まないこと。

・　現在実施中又は今後実施するグループ内の事業の統合・再編等の遅延により、顧客やビジネスチャンスの逸

失若しくは想定を上回る費用が生じること、又は効率化戦略若しくはシステム統合において想定していた結

果をもたらさないこと。

・　必要な人材を確保・育成できないこと。

・　必要な外貨流動性を確保できないこと。

・　本邦及び諸外国の法規制により、金融機関以外の事業者への投資の機動性や積極性が制限されること。

 
６．業務範囲の拡大に伴うリスク

当社グループは、業務範囲をグローバルベースで拡大しているため、新しくかつ複雑なリスクにさらされる場合

があります。当社グループでは、かかるリスクに対応するために内部統制システム及びリスク管理システムや法規

制対応体制の構築、必要な人材の確保・育成に努めておりますが、必ずしもあらゆる事態に対応できるとは限ら

ず、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼすおそれがあります。
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また、当社グループは、世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループを目指し、その戦略的施策の一環とし

て、グローバルベースで買収・出資・資本提携等を実施しており、今後も買収・出資・資本提携等を行う可能性が

あります。しかしながら、買収・出資・資本提携等においては、当社グループの意図とは異なる相手先の戦略や財

務状況の変化、相手先の属する業界や相手先をとりまく経営環境の想定外の変化、経済の停滞、相手先の関係する

法令・会計基準の変更、監督当局の承認が取得出来ないこと等により、買収・出資・資本提携等が当社グループの

想定通り進展せず、若しくは変更・解消され、又は想定通りのシナジーその他の効果を得られない可能性や、買

収・出資・資本提携等に際して取得した株式や買収・出資・資本提携等により生じたのれん等の無形固定資産の価

値が毀損する可能性があります。これらの結果、当社グループの事業戦略、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼ

す可能性があります。買収・出資に伴う当社グループののれん等の無形固定資産の状況については、参照書類とし

ての有価証券報告書の「３　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　( 3) 重要な

会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定　買収・出資に伴うのれん及びその他の無形固定資産の評価」、「第

５　経理の状況　１　連結財務諸表等　( 1) 連結財務諸表　注記事項　( 企業結合等関係) 」及び「第５　経理の状

況　１　連結財務諸表等　( 1) 連結財務諸表　注記事項　( セグメント情報等) 」をご参照下さい。

更に業務範囲の拡大が予想通りに進展しない場合、当社グループの業務範囲拡大への取組みが奏功しないおそれ

があります。

 
主要な出資先に関するリスク

 
７．モルガン・スタンレーとの戦略的提携に関するリスク

当社は、モルガン・スタンレーの普通株式( 転換直後の当社保有議決権比率22. 4％、2020年３月末時点では

23. 9％) 及び償還型優先株式( 無議決権) を保有するとともに、日本における証券業務について合弁会社を共同運営す

るほか、米州におけるコーポレートファイナンス業務において提携する等、モルガン・スタンレーと戦略的提携関

係にあります。

当社は、今後も戦略的提携関係の深化を図っていく予定ですが、社会・経済・金融環境の変化や人員、商品、

サービスにおける協働又は合弁会社の運営・管理体制や事業戦略の構築・実施が想定通りにいかない場合等におい

ては、期待したとおりのシナジーその他の効果を得られない可能性があります。

モルガン・スタンレーとの戦略的提携関係が解消された場合には、当社グループの事業戦略、財政状態及び経営成

績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、当社はモルガン・スタンレーの支配株主ではないため、同社の事業

等を支配し、また同社に関する決定をすることはできません。モルガン・スタンレーが当社グループの利益に合致

しない決定を独自に行う場合、結果として当初想定した戦略的提携の目的が達成できない可能性があります。さら

に、当社はモルガン・スタンレーに対して大規模な投資を行っているため、同社の財政状態又は経営成績が悪化し

た場合、当社グループは多額の投資損失を被る可能性があります。

当社は、モルガン・スタンレーの議決権の23. 9％( 2020年３月末時点) を保有するとともに、同社に取締役を２名

派遣しております。これらにより、モルガン・スタンレーは当社の持分法適用関連会社となっております。そのた

め、当社は、モルガン・スタンレーの損益の持分比率相当割合を持分法投資損益として認識しています。また、モ

ルガン・スタンレーの流通株式の増減に伴って当社の同社に対する持分比率が増減した場合には持分変動損益を認

識する場合もあることから、当社グループの業績は、モルガン・スタンレーの業績動向及び同社に対する持分比率

変動の影響を受けることになります。
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８．海外の重要な子会社に関するリスク

当 社 グ ル ー プ の 海 外 の 重 要 な 子 会 社 で あ る MUFG Ameri cas Hol di ngs Corporat i on( 以 下 、 「 MUFG Ameri cas

Hol di ngs」といいます。) 、Bank of Ayudhya Publ i c Company Li mi t ed( 以下、「アユタヤ銀行」といいます。) やPT

Bank Danamon I ndonesi a, Tbk. ( 以下、「バンクダナモン」といいます。) は、それぞれ主に米国、タイ、インドネ

シアにおいて、リテール・法人業務を営んでいます。これらの子会社の事業又は経営の悪化により、当社グループ

の財政状態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。悪影響を与える要因には、米国やタイ、インドネシア

を中心とした東南アジアの経済の不確実性や貸出先の経営状態の悪化、金利・為替・株価・不動産市場・商品の急

激な変動、政治や社会情勢の不安定化、金融制度や法律による制約、銀行間の熾烈な競争、自然災害、感染症の拡

大、テロや紛争等、訴訟に伴う損失、同地域に投資や進出をする企業の業績やそれらの企業が所在する国の景気・

金融制度・法律・金融市場の状況、並びにそれらの子会社の内部統制及び法令等遵守態勢の不備に起因する費用の

発生等が含まれます。なお、のれん等の無形固定資産の減損損失については、「６．業務範囲の拡大に伴うリス

ク」をご参照ください。

 
自己資本に関するリスク

 
９．自己資本比率等に関するリスク

( 1) 自己資本比率等の規制及び悪化要因

当社グループ及び銀行子会社には、バーゼルⅢに基づく自己資本比率及びレバレッジ比率に関する規制が適用

されております。また、2023年より、リスク計測手法等の見直し、レバレッジ比率の要求水準への上乗せが適用

される予定です。

当社グループ又は銀行子会社の自己資本比率及びレバレッジ比率が各種資本バッファーを含め要求される水準

を下回った場合、金融庁から社外流出額の制限、業務の停止等を含む様々な命令を受ける可能性があります。

また、当社グループ内の一部銀行子会社には、米国を含む諸外国において、現地における自己資本比率等の規

制が適用されており、要求される水準を下回った場合には、現地当局から様々な命令を受けることになります。

当社グループ及び銀行子会社の自己資本比率及びレバレッジ比率に影響を与える要因には以下のものが含まれ

ます。

・　債務者及び株式・債券の発行体の信用力の悪化に際して生じうるポートフォリオの変動

・　調達している資本調達手段の償還・満期等に際して、これらを同等の条件で借り換え又は発行することの

困難性

・　有価証券ポートフォリオの価値の低下

・　為替レートの不利益な変動

・　自己資本比率等の規制の不利益な改正

・　繰延税金資産計上額の減額

・　その他の不利益な事象の発生

 
( 2) グローバルなシステム上重要な金融機関( Ｇ－ ＳＩＢｓ) に対する規制

当社グループは、金融安定理事会( ＦＳＢ) によりＧ－ ＳＩＢに指定されており、他の金融機関より高い資本水

準が求められていますが、今後更に高い資本水準を求められるおそれがあります。

 
( 3) 資本調達

2013年３月以前に調達した資本調達手段は経過措置の範囲内で自己資本に算入することができますが、借り換

え等の際には現行規制を充たす資本調達が必要となります。当社グループは、現行規制を充たす資本調達手段の

発行を進めておりますが、新たに調達する資本調達手段について自己資本への算入が認められる要件として、そ

の調達を行った金融機関が実質的な破綻状態にあると認められる場合等に、元本削減又は普通株式への転換が行

われる旨の特約が定められていること等が必要とされており、市場環境等の状況によっては、同等の条件で借り

換え又は発行することができず、自己資本比率及びレバレッジ比率が低下するおそれがあります。
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( 4) 破綻時における総損失吸収力( ＴＬＡＣ) 規制

ＦＳＢが2015年11月に公表した「グローバルなシステム上重要な銀行の破綻時の損失吸収及び資本再構築に係

る原則」及び2017年７月に公表した「グローバルなシステム上重要な銀行の内部総損失吸収力に係る指導原則」

を踏まえ、本邦では2019年３月期より当社グループを含むＧ－ ＳＩＢｓに対して一定比率以上の損失吸収力等を

有すると認められる資本・負債( 以下、「外部ＴＬＡＣ」といいます。) を確保することが求められ、また、確保

した外部ＴＬＡＣはグループ内の主要な子会社に一定額以上を配賦すること( 以下、「内部ＴＬＡＣ」といいま

す。) になっています。また、規制で要求される水準は2022年３月期から引き上げられる予定です。当社グループ

内では、株式会社三菱ＵＦＪ銀行( 以下、「三菱ＵＦＪ銀行」といいます。) 、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社( 以

下、三菱ＵＦＪ信託銀行といいます。) 、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及びMUFG Ameri cas

Hol di ngsが主要な子会社として指定されています。当社グループは、外部ＴＬＡＣ比率又は本邦における主要な

子会社に係る内部ＴＬＡＣ額として要求される水準を下回った場合、金融庁から社外流出額の制限を含め、様々

な命令を受ける可能性があります。外部ＴＬＡＣ比率及び内部ＴＬＡＣ額は、自己資本比率等の規制に係る上記

( 1) ～( 3) に記載する様々な要因により影響を受けます。当社グループは、要求されるＴＬＡＣの確保のため、適

格な調達手段の発行を進めておりますが、ＴＬＡＣとして適格な調達手段の発行及び借り換えができない場合に

は、外部ＴＬＡＣ比率及び内部ＴＬＡＣ額として要求される水準を満たせない可能性があります。

また、当社グループ内の米国の一部銀行子会社であるMUFG Ameri cas Hol di ngsは、現地におけるＴＬＡＣ規制

が適用されており、要求される水準を下回った場合には、現地当局から様々な命令を受けることになります。

 
10．為替リスク

当社はグローバルにビジネスを展開しており、外貨建ての金融資産及び負債を保有しています。為替レートの変

動により、それらの資産及び負債の円貨換算額も変動します。当社グループでは、通貨毎の資産と負債の額の調整

やヘッジを行っておりますが、変動を相殺できない場合、当社グループの自己資本比率、財政状態及び経営成績

は、為替レートの変動により、悪影響を受ける可能性があります。海外における保有資産及び負債の状況について

は、参照書類としての有価証券報告書の「３　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の

分析」をご覧下さい。

 
信用リスク( 信用供与先の財務状況悪化等により損失を被るリスク)

 
11．貸出業務に関するリスク

貸出業務は当社グループの主要業務の一つとなっています。当社グループは、担保や保証、クレジットデリバ

ティブ等を用いて信用リスクの削減に取り組んでおりますが、借り手が期待通りに返済できない場合、又は当社グ

ループが借り手の返済能力の悪化に対して、又はその可能性を予測して講じた措置が不適切又は不十分である場合

には、将来、追加的な与信費用が発生する可能性があります。その結果、当社グループの財政状態及び経営成績に

悪影響を及ぼし、自己資本の減少につながる可能性があります。なお、与信関係費用、リスク管理債権の状況につ

いては、参照書類としての有価証券報告書の「３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

の分析」、クレジットデリバティブ取引については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 ( 1) 連結財務諸表 注

記事項 ( デリバティブ取引関係) 」をご参照ください。当社グループの与信関係費用及び不良債権は、新興国を含む

国内外の景気の悪化、資源価格の変動、不動産価格や株価の下落、新興国通貨安、貸出先の業界内の競争激化等に

よる業績不振等により増加する可能性があります。
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( 1) 貸倒引当金の状況

当社グループは、貸出先の状況、担保の価値及び経済全体に関する前提及び見積りに基づいて、貸倒引当金を

計上しておりますが、経済情勢全般の悪化や個別貸出先の業績悪化等により追加の貸倒引当金を計上せざるを得

なくなったり、実際の貸倒れが貸倒引当金を上回ることにより、追加的な与信費用が発生したりする可能性があ

ります。2020年３月末基準における当社の連結貸借対照表上の貸倒引当金額は7, 406億円でした。貸倒引当金の計

上については、参照書類としての有価証券報告書の「３　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況の分析　( 3) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定　貸倒引当金の見積り」をご参照下

さい。

 
( 2) 特定業種等への貸出その他の与信の集中

当社グループは、貸出その他の与信に際しては、特定の業種、特定の与信先への偏りを排除すべくポートフォ

リオ分散に努めておりますが、エネルギーや不動産業種向けの与信は、相対的に割合が高い状況にあり、これら

の業種等の業績悪化の影響を受けやすい状況にあります。個々の与信先の状況や、業界特有の動向、新興国を含

む各国の国情については継続的にモニタリング・管理を実施しておりますが、国内外の景気動向や不動産・資源

価格・外国為替の動向等によっては、想定を上回る信用力の悪化が生じる可能性があります。

 
( 3) 貸出先への対応

当社グループは、回収の効率・実効性その他の観点から、貸出先に債務不履行等が生じた場合においても、当

社グループが債権者として有する法的な権利のすべてを必ずしも実行しない場合がありえます。

また、当社グループは、それが合理的と判断される場合には、貸出先に対して債権放棄又は追加貸出や追加出

資を行って支援をすることもありえます。かかる貸出先に対する支援を行った場合は、当社グループの貸出残高

が大きく増加し、与信関係費用が増加する可能性や追加出資に係る株価下落リスクが発生する可能性もありま

す。

 
12．他の金融機関との取引

国内外の金融機関( 銀行、ノンバンク、証券会社及び保険会社等を含みます。) の中には、資産内容の劣化及びそ

の他の財務上の問題が存在している可能性があり、今後悪化する可能性やこれらの問題が新たに発生する可能性も

あります。こうした金融機関の財政的困難が継続、悪化又は発生すると、それらの金融機関の流動性及び支払能力

に問題が生じるだけでなく、金融システムに問題が生じ金融業や経済全般へ波及するおそれもあり、以下の理由に

より当社グループに悪影響を及ぼす可能性があります。

・　当社グループは、一部の金融機関へ信用を供与しております。

・　当社グループは、一部の金融機関の株式を保有しております。

・　問題の生じた金融機関が貸出先に対して財政支援を打ち切る又は減少させるかもしれません。その結果、当

該貸出先の破綻や、当該貸出先に対して貸出をしている当社グループの不良債権の増加を招くかもしれませ

ん。

・　経営破綻に陥った金融機関に対する支援に当社グループが参加を要請されるおそれがあります。

・　政府が経営を支配する金融機関の資本増強や、収益拡大等のために、規制上、税務上、資金調達上又はその

他の特典を当該金融機関に供与するような事態が生じた場合、当社グループは競争上の不利益を被るかもし

れません。

・　預金保険の基金が不十分であることが判明した場合、当社グループの支払うべき預金保険の保険料が引き上

げられるおそれがあります。

・　金融機関の破綻又は政府による金融機関の経営権取得により、金融機関に対する預金者の信任が全般的に低

下する、又は金融機関を取巻く全般的環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。

・　金融業及び金融システムに対する否定的・懐疑的なマスコミ報道( 内容の真偽、当否を問いません。) により

当社グループの評判、信任等が低下するおそれがあります。
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政策投資株式リスク( 保有する株式の株価下落により損失を被るリスク)

 
13．保有株式に係るリスク

当社グループは政策投資目的で保有するものを含め市場性のある株式を大量に保有しており、2020年３月末基準

の保有時価合計は約4. 1兆円、その簿価は約2. 1兆円となっています。当社グループでは、株価変動リスクの抑制の

観点も踏まえ、「政策保有に関する方針」において、政策保有株式の削減を基本方針とし、保有意義・経済合理性

を検証したうえで、保有の妥当性が認められない場合には、取引先の十分な理解を得た上で、売却を進めておりま

す。また、政策保有株式に対しては、トータル・リターン・スワップ等をヘッジ手段として部分的にヘッジを行う

ことで、株価変動リスクの削減に努めております。

しかしながら、株価が下落した場合には、保有株式に減損又は評価損が発生若しくは拡大する可能性がありま

す。また、自己資本の算出にあたり、保有株式の含み損益を勘案していることから、株価が下落した場合には、自

己資本比率等の低下を招くおそれがあります。その結果、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える

可能性があります。

なお、当社グループが保有する政策投資株式の状況については、参照書類としての有価証券報告書の「第４　提

出会社の状況　４　コーポレートガバナンスの状況等　( 5) 株式の保有状況」をご参照ください。

 
市場リスク( 金利、有価証券の価格、為替などの変動により損失を被るリスク)

 
14．市場業務に伴うリスク

当社グループは、デリバティブを含む様々な金融商品を取り扱う広範な市場業務を行っており、大量の金融商品

を保有しています。これにより、例えば、国内外の金融政策の変更等により内外金利が低下した場合、当社グルー

プが保有する国債等の再投資利回りが低下する可能性があります。また、長短金利差が縮小する場合、資金利益が

減少する可能性があります。一方、内外金利が上昇した場合、当社グループの保有する大量の国債等に売却損や評

価損が生じる可能性があります。また、円高となった場合は、当社グループの外貨建て投資の財務諸表上の価値が

減少し、売却損や評価損が発生する可能性があります。加えて、株価が下落した場合、当社グループが保有する株

式等の価値が減少し、売却損や評価損が発生する可能性があります。当社グループでは、このような内外金利、為

替レート、有価証券等の様々な市場の変動により損失が発生するリスクを市場リスクとして管理しておりますが、

計算された市場リスク量は、その性質上、実際のリスクを常に正確に反映できるわけではなく、またこのように示

されたリスク量を上回る損失が実現する可能性もあります。

なお、当社グループが保有する有価証券残高の状況については、参照書類としての有価証券報告書の「第５　経

理の状況　１　連結財務諸表等　( 1) 連結財務諸表　注記事項　( 有価証券関係) 」をご参照ください。

 
資金流動性リスク( 資金繰りがつかなくなるリスク)

 
15．当社グループの格下げ等に伴う資金流動性等の悪化リスク

格付機関による当社グループの格下げにより、当社グループの市場業務及びその他の業務が悪影響を受けるおそ

れがあります。特に外貨調達においては、調達コストの増加、又は調達余力の減少により、当社グループの流動性

や収益力が悪影響を受ける、また市場業務においては、担保拠出の追加が求められる、又は顧客からの信用低下等

を起因に一定の取引を行うことができなくなる等の悪影響を受けるおそれがあります。例えば、2020年３月末時点

のデリバティブ取引及び信用格付に基づいて、当社及びその主要３子会社( 三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行及

び三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社) の格付が全て１段階格下げされたと仮定した場合、合計で約588億

円、全て２段階格下げされたと仮定した場合、合計で約870億円の追加担保をМＵＦＧ及びその主要３子会社が提供

する必要があったと推定されます。なお、2020年４月に、Fi t ch Rat i ngsは当社、三菱ＵＦＪ銀行及び三菱ＵＦＪ信

託銀行の長期発行体デフォルト格付をＡ( 弱含み) からＡ- ( 安定的) に１段階格下げし、St andard and Poor' sは同３

社のアウトルックを「ポジティブ」から「安定的」に変更しました。また、2020年８月に、Fi t ch Rat i ngsは同３社

及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社のアウトルックを「安定的」から「弱含み」に変更しました。
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格付機関は、当社の財務体質や当社グループの関連子会社の評価、国内外の金融業界全体に影響を与える要因な

どに基づいて、当社を定期的に評価していますが、当社グループがコントロールできない要因も含まれており、ま

た、格付評価機関の評価手法については当社がコントロールしうるものではありません。当社は、資金流動性リス

ク管理上の指標を設ける等、適正な資金流動性の確保に努めておりますが、上記要因などに基づく評価又は格付方

法の変更の結果、当社の格付又は当社子会社の格付が引き下がる可能性があり、かかる事態が生じた場合には、当

社グループの市場業務及び他の業務の収益性に悪影響を与えるおそれや、当社グループの財政状態及び経営成績に

も悪影響を与えるおそれがあります。

 
オペレーショナルリスク( 内部管理上の問題や外部要因により損失が発生するリスク)

 
16．不公正・不適切な取引その他の行為が存在したとの指摘や、これらに伴う処分等を受けるリスク

当社グループは、事業を行っている本邦及び海外における法令、規則、政策、自主規制等を遵守する必要があ

り、国内外の規制当局による検査、調査等の対象となっております。当社グループはコンプライアンス・リスク管

理態勢及びプログラムの強化に継続して取り組んでおりますが、かかる取組みが全ての法令等に抵触することを完

全に防止する効果を持たない可能性があります。

当社グループが、マネー・ローンダリング、経済制裁への対応、贈収賄・汚職防止、金融犯罪その他の不公正・

不適切な取引に関するものを含む、適用ある法令及び規則を遵守できない場合、あるいは、社会規範・市場慣行・

商習慣に反するものとされ、顧客視点の欠如等があったものとされる場合には、罰金、課徴金、懲戒、評価の低

下、業務改善命令、業務停止命令、許認可の取消しを受ける可能性があります。また、当社グループが顧客やマー

ケット等の信頼を失い、当社グループの経営成績及び財政状況に悪影響が生じる可能性があります。将来、当社グ

ループが戦略的な活動を実施する場面で当局の許認可を取得する際にも、悪影響を及ぼすおそれがあります。

なお、三菱ＵＦＪ銀行は、2017年11月に、同行の米国内支店・代理店の銀行免許の監督機関を州当局から連邦当

局へ変更する申請を米国通貨監督庁( Of f i ce of t he Compt rol l er of t he Currency。以下、「ＯＣＣ」といいま

す。) に提出し、ＯＣＣにより承認されました。同行は、当該銀行免許の監督機関の変更申請に伴い、ＯＣＣとの間

で、ＯＣＣが同行の米国の経済制裁対応に関する内部管理態勢の監視を行っていくこと等で合意しました。これ

は、同行が米国の経済制裁対応に関し2013年及び2014年に米国ニューヨーク州金融サービス局( New York St at e

Depart ment of Fi nanci al Servi ces) との間で行った合意を実質的に継承するものです。2019年２月に、三菱ＵＦＪ

銀行は、ＯＣＣとの間で、同行のニューヨーク支店、ロスアンゼルス支店及びシカゴ支店において、米国の銀行秘

密法に基づくマネー・ローンダリング防止に関する内部管理態勢等が不十分であるとのＯＣＣからの指摘に関し、

改善措置等を講じることで合意しました。三菱ＵＦＪ銀行は、上述の事象に関連する事項について、必要な対応を

行っております。今後、新たな展開又は類似の事象が生じた場合には、関係当局より更なる制裁金支払の処分等を

受け、又は関係当局との間で新たな和解金の支払合意を行うなどの可能性があります。

また、当社グループは、当社の銀行子会社を含むパネル行が各種銀行間指標金利の算出機関に呈示した内容等を

調査している各国の政府当局から、情報提供命令等を受けております。また為替業務に関しても、当局から同様の

情報提供要請を受けており、一部の当局との間では制裁金の支払いに合意しました。当社グループは、これらの調

査に対して協力を行い、独自の調査等を実施しております。上記に関連して、当社グループは、指標金利であれば

他のパネル行、為替業務であればその他金融機関とともに、米国におけるクラスアクションを含む、複数の民事訴

訟の被告となっております。今後、新たな展開又は類似の事象により、当社グループに重大な財務上その他の悪影

響が生じる可能性があります。
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17．情報紛失・漏洩に係るリスク

当社グループは、国内外の法規制に基づき、顧客情報や個人情報を適切に取り扱うことが求められております。

当社グループでは、顧客情報や個人情報を多く保有しており、当社グループは、情報の保管・取扱いに関する規程

類の整備、システム整備を実施し、管理態勢高度化に取組んでおりますが、不適切な管理、外部からのサイバー攻

撃その他の不正なアクセス、若しくはコンピュータウィルスへの感染等により、顧客情報や個人情報等の紛失・漏

洩を完全には防止できない可能性があります。その場合、罰則や行政処分の対象となるほか、顧客に対する損害賠

償等、直接的な損失が発生する可能性があります。加えて、顧客の信頼を失う等により当社グループの経営成績及

び財政状態に悪影響を及ぼす可能性、並びにこれらの事象に対応するための追加費用等が発生する可能性がありま

す。

 
18．システム、サイバー攻撃等に関するリスク

当社グループのシステム( 業務委託先等の第三者のシステムを含みます。) は、事業を行う上で非常に重要な要素

の一つであり、リモートワークや非対面チャネルを通じた業務の拡大やデジタル戦略を推進している中で特に重要

性が高まっており、適切な設計やテストの実施等によりシステム障害等を未然に防止し、セキュリティ面に配慮し

たシステムの導入に努めていますが、システム障害やサイバー攻撃、不正アクセス、コンピュータウィルス感染、

人為的ミス、機器の故障、通信事業者等の第三者の役務提供の瑕疵、新技術、新たなシステムや手段への不十分な

対応等を完全には防止できない可能性があります。また、すべてのビジネス要件や金融機関に対する規制強化の高

まりからくる規制要件に対応するシステムの高度化への要請を十分に満たせない可能性や、市場や規制の要請に応

えるために必要なシステム構築や更新がその作業自体の複雑性等から計画どおりに完了しない可能性があります。

その場合、情報通信システムの不具合や不備が生じ、取引処理の誤りや遅延等の障害、情報の流出等が生じ、業務

の停止及びそれに伴う損害賠償の負担その他の損失が発生する可能性、当社グループの信頼が損なわれ又は評判が

低下する可能性、行政処分の対象となる可能性、並びにこれらの事象に対応するための追加費用等が発生する可能

性があります。

 
19．テロ支援国家との取引に係るリスク

当社グループは、イラン・イスラム共和国( 以下、「イラン」といいます。) 等、米国国務省が「テロ支援国家」

と指定している国における法主体又はこれらの国と関連する法主体との間の取引を実施しております。また、当社

の銀行子会社はイランに駐在員事務所を設置しております。

米国法は、米国人が当該国家と取引を行うことを、一般的に禁止又は制限しております。更に、米国政府及び年

金基金をはじめとする米国の機関投資家が、イラン等のテロ支援国家と事業を実施する者との間で取引や投資を行

うことを規制する動きがあるものと認識しております。このような動きによって、当社グループが米国政府及び年

金基金をはじめとする機関投資家、あるいは規制の対象となる者を、当社グループの顧客又は投資家として獲得、

維持できない結果となる可能性があります。加えて、社会的・政治的な状況に照らして、上記国家との関係が存在

することによって、当社グループの評判が低下することも考えられます。上記状況は、当社グループの財政状態、

経営成績及び当社の株価に対して悪影響を及ぼす可能性があります。

なお、米国政府による対イラン制裁措置により、米国人の関与するイランとの取引の禁止などが実施されていま

す。更に、2018年５月の米国によるイランに関する包括的共同行動計画( J oi nt Comprehensi ve Pl an of Act i on) か

らの離脱後に発令された大統領令により、広範なイラン関連取引や活動について、関与した非米国人に対して二次

制裁を適用し得るものとされています。当社グループでは、二次制裁を含む米国による措置が適用されるリスクの

増加を受けて、今後とも当該リスクのモニタリングと対応策を実施してまいります。

更に、米国証券取引所に登録している企業( 米国外企業を含みます。) には、特定のイラン関連の取引の開示が引

き続き義務づけられています。本邦においても、イランの拡散上機微な核活動・核兵器運搬手段開発に関与する者

に対する資産凍結等の措置が実施されています。当社グループでは、これらの規制を遵守するための態勢の改善に

努めています。しかしながら、かかる態勢が適用される規制に十分対応できていないと政府当局に判断された場合

には、何らかの規制上の措置の対象となる可能性があります。なお、これに関連する処分等については、「16．不

公正・不適切な取引その他の行為が存在したとの指摘や、これらに伴う処分等を受けるリスク」をご参照下さい。
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20．規制変更のリスク

当社グループに適用される国内外の法律、規則、会計基準、政策、実務慣行及び解釈、並びに国際的な金融規制

等は変更される可能性があり、かかる変更への対応のため経営資源を投じる必要があり、場合によっては経営戦略

を変更せざるを得なくなるおそれがあります。また規制変更への対応が不十分である場合には規制当局から処分等

を受けるおそれがあり、当社グループの財政状況及び経営成績に悪影響を及ぼすおそれがあります。

 
21．消費者金融業務に係るリスク

当社グループは、消費者金融業に従事する子会社や関連会社を有すると同時に消費者金融業者に対する貸出金を

保有しております。消費者金融業に関しては、いわゆるみなし弁済を厳格に解するものを含め、過払利息の返還請

求をより容易にする一連の判例が出され、これらに伴い過払利息の返還を求める訴訟が引き続き発生しておりま

す。当社グループでは、消費者金融業に従事する子会社や関連会社における過払利息の返還による費用負担のほ

か、当社グループが貸出金を保有する消費者金融業者の業績悪化による追加的な与信費用が発生する可能性があ

り、消費者金融業に不利な新たな司法上の判断や規制強化がある場合には追加的な費用負担が発生する可能性もあ

ります。利息返還損失引当金の計上については、参照書類としての有価証券報告書の「３　経営者による財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　( 3) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定　利

息返還損失引当金の算定」をご参照下さい。

 
22．評判に関するリスク

当社グループは、本邦及び国際金融市場においてＧ－ ＳＩＢに指定されており、世界に選ばれる、信頼のグロー

バル金融グループを目指しております。当社グループのビジネスはお客さまのみならず、地域社会、国際社会等か

らの信頼と信用の下に成り立っています。そのため、当社グループの評判は、お客さま、投資家、監督官庁、及び

社会との関係を維持する上で極めて重要です。ＭＵＦＧグループ経営ビジョンや行動規範等を踏まえ、評判リスク

の適切な管理に努めておりますが、特に、人権、環境、健康、安全等の社会的責任への懸念が生じる取引や各種法

令等( アンチマネー・ローンダリング、経済制裁、競争法、暴力団排除条例等) の趣旨に反するおそれのある取引な

どを防止できず、又はこれらに適切に対処することができなかった場合で、大規模な報道に繋がり得るなど世論の

注目が高いときや規制当局の関心が高いときなどにおいて、当社グループは、現在又は将来のお客さま及び投資家

を失うこととなり、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があり、企業価値を毀損

する可能性があります。
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第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
 

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　本店

　( 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号)

株式会社東京証券取引所

　( 東京都中央区日本橋兜町２番１号)

株式会社名古屋証券取引所

　( 名古屋市中区栄三丁目８番20号)

 

第四部 【保証会社等の情報】
 

該当事項はありません。
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